
平成３０年

北 海 道 恵 庭 市

第４回定例会議案





議案第１号

恵庭市教育委員会委員の任命の同意について

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第４条第２項

の規定により、恵庭市教育委員会委員を次のとおり任命したいので同意を求める。

平成３０年１１月２９日提出

恵庭市長 原 田   裕  

記

〔氏  名〕  福 屋 栄 人

〔住 所〕  

〔生年月日〕  
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教育委員会委員の任命

退任となる委員

氏  名 福 屋 栄 人 生年月日

住  所

任  期 自 平成２６年１２月１３日 ～ 至 平成３０年１２月１２日

退任事由  任期満了

任命する委員（再任）

氏  名 福 屋 栄 人 生年月日

住  所

任  期 自 平成３０年１２月１３日 ～ 至 平成３４年９月３０日

最終学歴

＜公職歴＞

平成２６年１２月 ～ 現在        教育委員会委員

根 拠 法 令 地方教育行政の組織及び運営に関する法律

委 員 数 ４人

任 期 ４年（ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。）

資 格 要 件

委員は、当該地方公共団体の長の被選挙権を有する者で、人格が高潔

で、教育、学術及び文化に関し識見を有するもののうちから、地方公共

団体の長が、議会の同意を得て、任命する。

禁止事項等

委員の任命については、そのうち委員の定数に１を加えた数の２分の

１以上の者が同一の政党に所属することとなってはならない。

委員は、地方公共団体の議会の議員若しくは長、地方公共団体に執行

機関として置かれる委員会の委員若しくは委員又は地方公共団体の常

勤の職員若しくは地方公務員法第２８条の５第１項に規定する短時間

勤務の職を占める職員と兼ねることができない。

備 考

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律（平

成２６年法律第７６号）附則第４条の規定により、委員の任期の満了の

期日が特定の年に偏ることのないよう、１年以上４年以内で当該地方公

共団体の長が定める。
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議案第２号

人権擁護委員候補者の推薦の同意について

 人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の規定により、人権擁護委員候

補者を次のとおり推薦したいので同意を求める。

  平成３０年１１月２９日提出

                     恵庭市長 原 田   裕  

記

〔氏  名〕  佐 藤 直 代

〔住  所〕  

〔生年月日〕  

〔氏  名〕  髙 田 弘 子

〔住  所〕  

〔生年月日〕  
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人権擁護委員候補者の推薦

退任となる委員

 氏  名 佐 藤 直 代 生年月日

 住  所

 任  期 自 平成２８年４月１日 ～ 至 平成３１年３月３１日

退任理由 任期満了

推薦する委員（再推薦）

 氏  名 佐 藤 直 代 生年月日

 住  所

 任  期 自 平成３１年４月１日 ～ 至 平成３４年３月３１日

最終学歴

＜公職歴＞

平成２８年 ４月 ～ 現在        人権擁護委員

＜職 歴＞

昭和５０年 ３月 ～ 昭和５５年 ５月  吉田眼科医院 
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退任となる委員

 氏  名 髙 田 弘 子 生年月日

 住  所

 任  期 自 平成２８年４月１日 ～ 至 平成３１年３月３１日

退任理由 任期満了

推薦する委員（再推薦）

 氏  名 髙 田 弘 子 生年月日

 住  所

 任  期 自 平成３１年４月１日 ～ 至 平成３４年３月３１日

最終学歴

＜公職歴＞

平成１４年 ４月 ～ 平成１６年 ３月  恵庭市図書館協議会委員

平成１６年 ４月 ～ 平成１８年 ３月  恵庭市公民館運営審議会委員

平成２８年 ４月 ～ 現在        人権擁護委員

＜職 歴＞

 昭和５４年 ４月 ～ 昭和５５年 ３月  社会福祉法人常徳会児童養護施設興正学園

 昭和５５年 ４月 ～ 平成 元年 ９月  恵庭市

根 拠 法 令 人権擁護委員法

定 数 １０人

任 期 ３年

資格（推薦）

要   件

市町村長は、法務大臣に対し、当該市町村の議会の議員の選挙権を有する

住民で、人格識見高く、広く社会の実情に通じ、人権擁護について理解のあ

る社会事業家、教育者、報道新聞の業務に携わる者等及び弁護士会その他婦

人、労働者、青年等の団体であって直接間接に人権の擁護を目的とし、又は

これを支持する団体の構成員の中から、その市町村の議会の意見を聞いて、

人権擁護委員の候補者を推薦しなければならない。

禁止事項等

 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで若しくは執行を受けるこ

とがなくなるまでの者、人権の侵犯に当たる犯罪行為のあった者又は日本国

憲法施行の日以後において、日本国憲法若しくはその下に成立した政府を暴

力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加

入した者のいずれかに該当する者は、人権擁護委員になることはできない。
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議案第３号

恵庭市長及び副市長の給与に関する条例等の一部改正について

 恵庭市長及び副市長の給与に関する条例等の一部を次のとおり改正することについて議決を

求める。

  平成３０年１１月２９日提出

恵庭市長 原 田   裕  

記

   恵庭市長及び副市長の給与に関する条例等の一部を改正する条例

 （恵庭市長及び副市長の給与に関する条例の一部改正）

第１条 恵庭市長及び副市長の給与に関する条例（昭和２３年条例第２０号）の一部を次のよ

うに改正する。

  第３条第３項各号列記以外の部分中「、６月に支給する場合においては１００分の２１２．

５、１２月に支給する場合においては１００分の２２７．５」を「１００分の２２２．５」

に改める。

 （恵庭市教育委員会教育長の給与等に関する条例の一部改正）

第２条 恵庭市教育委員会教育長の給与等に関する条例（昭和３１年条例第２３号）の一部を

次のように改正する。

  第３条第３項各号列記以外の部分中「、６月に支給する場合においては１００分の２１２．

５、１２月に支給する場合においては１００分の２２７．５」を「１００分の２２２．５」

に改める。

 （恵庭市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部改正）
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第３条 恵庭市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例（昭和３１年条例第１８号）

の一部を次のように改正する。

  第４条第２項各号列記以外の部分中「次に掲げる割合」を「１００分の２２２．５」に改

め、同項各号を削る。

附 則

 （施行期日）

１ この条例は、平成３０年１２月１日から施行する。

（平成３０年１２月に支給する期末手当に関する特例措置）

２ 平成３０年１２月に支給する期末手当に関する第１条の規定による改正後の恵庭市長及び

副市長の給与に関する条例第３条第３項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分

中「１００分の２２２．５」とあるのは、「１００分の２３２．５」とする。

３ 平成３０年１２月に支給する期末手当に関する第２条の規定による改正後の恵庭市教育委

員会教育長の給与等に関する条例第３条第３項の規定の適用については、同項各号列記以外

の部分中「１００分の２２２．５」とあるのは、「１００分の２３２．５」とする。

４ 平成３０年１２月に支給する期末手当に関する第３条の規定による改正後の恵庭市議会の

議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第４条第２項の規定の適用については、同項中

「１００分の２２２．５」とあるのは、「１００分の２３２．５」とする。

（規則への委任）

５ 附則第２項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。
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恵庭市長及び副市長の給与に関する条例新旧対照表（抄）＜第１条関係＞

現行 改正案

第 1条・第 2条 (略) 

第 3条 市長等に対しては、期末手当及び寒冷地手当を支給する。
2 (略) 
3 期末手当の額は、前項の基準日現在における給料月額及びこれに 100
分の 20を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては 100
分の 212.5、12月に支給する場合においては 100分の 227.5を乗じて
得た額に、基準日以前 6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次
の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とす

る。

(1)～(4) (略) 

第 4条 (略) 

第 1条・第 2条 (略) 

第 3条 市長等に対しては、期末手当及び寒冷地手当を支給する。
2 (略) 
3 期末手当の額は、前項の基準日現在における給料月額及びこれに 100
分の 20を乗じて得た額の合計額に 100分の 222.5
                            を乗じて

得た額に、基準日以前 6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次
の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とす

る。

(1)～(4) (略) 

第 4条 (略) 

1
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恵庭市教育委員会教育長の給与等に関する条例新旧対照表（抄）＜第２条関係＞ 

現行 改正案

第 1条・第 2条 (略) 

第 3条 教育長に対しては、期末手当及び寒冷地手当を支給する。
2 (略) 
3 期末手当の額は、前項の基準日現在における給料月額及びこれに 100
分の 20を乗じて得た額の合計額に、6月に支給する場合においては 100
分の 212.5 、12月に支給する場合においては 100分の 227.5を乗じて
得た額に、基準日以前 6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次
の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とす

る。

(1)～(4) (略) 

第 4条～第 6条 (略) 

第 1条・第 2条 (略) 

第 3条 教育長に対しては、期末手当及び寒冷地手当を支給する。
2 (略) 
3 期末手当の額は、前項の基準日現在における給料月額及びこれに 100
分の 20を乗じて得た額の合計額に 100分の 222.5

          を乗じて

得た額に、基準日以前 6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次
の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とす

る。

(1)～(4) (略) 

第 4条～第 6条 (略) 

1
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恵庭市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例新旧対照表（抄）＜第３条関係＞ 

現行 改正案

第 1条～第 3条 (略) 

(期末手当) 
第 4条 議長、副議長及び議員で 6月 1日及び 12月 1日(以下これらの
日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対し、期末手当を支
給する。基準日前 1箇月以内に任期満了等又は死亡によりその職を離れ
た者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日における議員報酬月額及
びこれに 100分の 20を乗じて得た額の合計額に次に掲げる割合を乗じ
て得た額とする。

(1) 6月 1日 100分の 212.5 
(2) 12月 1日 100分の 227.5 

3・4 (略) 

第 5条 (略) 

第 1条～第 3条 (略) 

(期末手当) 
第 4条 議長、副議長及び議員で 6月 1日及び 12月 1日(以下これらの
日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に対し、期末手当を支
給する。基準日前 1箇月以内に任期満了等又は死亡によりその職を離れ
た者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日における議員報酬月額及
びこれに 100分の 20を乗じて得た額の合計額に 100分の 222.5を乗じ
て得た額とする。

3・4 (略) 

第 5条 (略) 

1
3
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議案第４号 

恵庭市職員の給与に関する条例の一部改正について 

 恵庭市職員の給与に関する条例の一部を次のとおり改正することについて議決を求める。 

  平成３０年１１月２９日提出 

恵庭市長 原 田   裕   

記 

   恵庭市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

恵庭市職員の給与に関する条例（昭和３１年条例第８号）の一部を次のように改正する。 

第１７条第２項各号列記以外の部分中「、６月に支給する場合においては１００分の１２２．

５、１２月に支給する場合においては１００分の１３７．５」を「１００分の１３０」に改め、

同条第３項中「「１００分の１２２．５」とあるのは「１００分の６５」と、「１００分の１３

７．５」とあるのは「１００分の８０」」を「「１００分の１３０」とあるのは「１００分の７

２．５」」に改める。 

第１７条の４第２項第１号中「１００分の９０」を「１００分の９２．５」に改め、同項第

２号中「１００分の４２．５」を「１００分の４５」に改める。 

附則第９項中「１００分の１．３５」を「１００分の１．３８７５」に、「１００分の９０」

を「１００分の９２．５」に改める。 

別表第１を次のように改める。 

別表第１（第４条関係） 

職員の区分 号俸 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 
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＼級 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

再任用職員

以外の職員 

1 144,100 194,000 230,000 263,000 288,900 319,200 362,900 

2 145,200 195,800 231,600 264,900 291,100 321,400 365,500 

3 146,400 197,600 233,100 266,700 293,400 323,700 367,900 

  4 147,500 199,400 234,700 268,800 295,500 325,900 370,500 

  5 148,600 200,900 236,100 270,500 297,400 328,100 372,400 

  6 149,700 202,700 237,800 272,400 299,700 330,100 374,900 

  7 150,800 204,500 239,300 274,300 302,000 332,300 377,200 

  8 151,900 206,300 240,900 276,400 304,200 334,500 379,700 

  9 153,000 207,900 242,100 278,400 306,100 336,400 382,100 

  10 154,400 209,700 243,600 280,400 308,400 338,600 384,800 

  11 155,700 211,500 245,200 282,500 310,600 340,600 387,400 

  12 157,000 213,300 246,600 284,500 312,900 342,800 390,100 

  13 158,300 214,700 248,100 286,500 315,000 344,600 392,500 

  14 159,800 216,500 249,600 288,600 317,100 346,600 394,800 

  15 161,300 218,200 250,900 290,600 319,300 348,600 397,000 

  16 162,900 220,000 252,300 292,600 321,400 350,600 399,400 

  17 164,200 221,700 253,800 294,400 323,300 352,300 401,200 

  18 165,700 223,400 255,400 296,400 325,300 354,300 403,200 

  19 167,200 225,000 257,100 298,500 327,300 356,100 405,100 

  20 168,700 226,600 258,900 300,500 329,300 358,000 406,900 

  21 170,100 228,000 260,500 302,400 331,000 359,900 408,800 

  22 172,800 229,700 262,300 304,500 333,100 361,800 410,600 

  23 175,400 231,300 264,000 306,500 335,100 363,800 412,400 

  24 178,000 232,900 265,700 308,600 337,200 365,700 414,300 

  25 180,700 234,000 267,600 310,300 338,600 367,700 416,100 
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  26 182,400 235,500 269,500 312,400 340,500 369,600 417,600 

  27 184,000 236,900 271,300 314,400 342,400 371,600 419,100 

  28 185,700 238,200 273,100 316,400 344,300 373,600 420,700 

  29 187,200 239,500 274,800 318,100 345,900 375,100 422,300 

  30 188,900 240,700 276,700 320,100 347,800 376,900 423,600 

  31 190,700 241,700 278,600 322,200 349,700 378,700 424,900 

  32 192,400 242,900 280,300 324,300 351,500 380,300 426,100 

  33 194,000 244,200 281,800 325,500 353,400 382,100 427,300 

  34 195,400 245,300 283,700 327,500 355,200 383,500 428,600 

  35 196,900 246,500 285,500 329,400 357,000 385,000 429,900 

  36 198,400 247,800 287,400 331,500 358,700 386,600 431,100 

  37 199,700 248,700 289,000 333,400 360,100 388,000 432,300 

  38 201,000 250,100 290,700 335,300 361,400 389,200 433,100 

  39 202,200 251,500 292,500 337,300 362,800 390,400 433,900 

  40 203,500 252,900 294,300 339,200 364,200 391,500 434,700 

  41 204,800 254,300 295,800 341,100 365,500 392,600 435,300 

  42 206,100 255,700 297,500 343,000 366,400 393,800 436,000 

  43 207,400 257,100 299,000 344,800 367,500 395,000 436,700 

  44 208,700 258,400 300,600 346,700 368,600 396,100 437,400 

  45 209,800 259,600 302,200 348,200 369,400 396,800 438,200 

  46 211,100 260,900 303,900 349,600 370,300 397,500 439,000 

  47 212,400 262,300 305,500 351,100 371,200 398,200 439,400 

  48 213,700 263,600 307,200 352,600 372,100 398,900 440,100 

  49 214,800 264,700 308,100 354,200 373,000 399,500 440,600 

  50 215,900 265,800 309,600 355,000 373,800 400,100 441,000 

  51 216,900 267,100 311,100 356,200 374,600 400,600 441,400 
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  52 218,000 268,400 312,700 357,200 375,400 401,000 441,800 

  53 219,100 269,400 314,300 358,100 376,100 401,400 442,200 

  54 220,100 270,500 315,900 359,200 376,800 401,700 442,600 

  55 221,000 271,800 317,500 360,100 377,500 402,000 443,000 

  56 222,000 273,100 319,000 361,200 378,200 402,300 443,300 

  57 222,400 274,000 320,500 362,100 378,700 402,600 443,600 

  58 223,300 275,000 321,700 362,800 379,300 402,900 444,000 

  59 224,100 275,900 322,900 363,500 379,900 403,200 444,300 

  60 224,900 277,000 324,100 364,200 380,600 403,500 444,600 

  61 225,600 278,100 324,800 364,600 381,000 403,800 444,900 

  62 226,600 279,100 325,700 365,200 381,700 404,100 

  63 227,400 280,000 326,500 365,900 382,300 404,400 

  64 228,300 281,000 327,300 366,600 382,900 404,700 

  65 229,000 281,500 328,200 366,900 383,300 405,000 

  66 229,800 282,400 328,600 367,600 383,900 405,300 

  67 230,700 283,100 329,300 368,300 384,500 405,600 

  68 231,700 284,000 330,100 369,000 385,100 405,900 

  69 232,400 285,000 330,900 369,300 385,500 406,100 

  70 233,100 285,800 331,600 369,900 386,000 406,400 

  71 233,700 286,600 332,300 370,600 386,500 406,700 

  72 234,500 287,400 333,000 371,200 387,100 407,000 

  73 235,300 288,200 333,500 371,500 387,400 407,200 

  74 236,000 288,700 334,100 372,100 387,800 407,500 

  75 236,700 289,100 334,600 372,800 388,200 407,800 

  76 237,300 289,600 335,200 373,400 388,600 408,000 

  77 238,000 289,800 335,500 373,800 388,900 408,200 
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  78 238,800 290,100 336,000 374,300 389,200 408,500 

  79 239,600 290,300 336,400 374,900 389,500 408,800 

  80 240,300 290,700 336,900 375,400 389,800 409,000 

  81 240,800 290,900 337,300 375,900 390,000 409,200 

  82 241,500 291,100 337,800 376,500 390,300 409,500 

  83 242,200 291,500 338,300 377,000 390,600 409,800 

  84 242,900 291,800 338,800 377,300 390,800 410,000 

  85 243,500 292,100 339,100 377,700 391,000 410,200 

  86 244,200 292,400 339,500 378,200 391,300 410,500 

  87 244,900 292,700 340,000 378,600 391,600 410,800 

  88 245,600 293,100 340,400 379,000 391,800 411,000 

  89 246,100 293,400 340,700 379,400 392,000 411,200 

  90 246,600 293,800 341,100 379,900 392,300 411,500 

  91 246,900 294,100 341,600 380,300 392,600 

  92 247,300 294,500 342,000 380,700 392,800 

  93 247,600 294,700 342,200 381,000 393,000 

  94   294,900 342,600 381,500 393,300 

  95   295,200 343,100 381,900 393,600 

  96   295,600 343,500 382,300 393,800 

  97   295,800 343,700 382,600 394,000 

  98   296,100 344,100 383,100 394,300 

  99   296,500 344,500 383,500 394,600 

  100   296,900 344,800 383,900 394,800 

  101   297,100 345,100 384,200 395,000 

  102   297,400 345,500 384,700 395,300 

  103   297,800 345,900 385,100 395,600 

19



  104   298,100 346,300 385,500 395,800 

  105   298,300 346,800 385,800 396,000 

  106   298,600 347,200 386,300 396,300 

  107   299,000 347,600 386,700 396,600 

  108   299,300 348,000 387,100 396,800 

  109   299,500 348,500 387,400 397,000 

  110   299,900 348,900 387,900 397,300 

  111   300,300 349,200 388,300 

  112   300,600 349,500 388,700 

  113   300,800 350,000 389,000 

  114   301,000 389,500 

  115   301,300 389,900 

  116   301,700 

  117   301,900 

  118   302,100 

  119   302,400 

  120   302,700 

  121   303,100 

  122   303,300 

  123   303,600 

  124   303,900 

  125   304,200 

再任用職員  187,700 215,200 255,200 274,600 289,700 315,100

附 則 

 （施行期日等） 

１ この条例は、平成３０年１２月１日から施行し、この条例による改正後の恵庭市職員の給
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与に関する条例（以下「改正後の条例」という。）別表第１の規定は、平成３０年４月１日（次

項において「適用日」という。）から適用する。 

（適用日前の異動者の号俸等の調整） 

２ 適用日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日

における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が適用日

において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度

において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。 

（給与の内払） 

３ 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の恵庭市職員の給与に関する条例

の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。 

（平成３０年１２月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する特例措置） 

４ 平成３０年１２月に支給する期末手当に関する改正後の条例第１７条第２項及び第３項の

規定の適用については、同条第２項各号列記以外の部分中「１００分の１３０」とあるのは

「１００分の１３７．５」と、同条第３項中「１００分の１３０」とあるのは「１００分の

１３７．５」と、「１００分の７２．５」とあるのは「１００分の８０」とする。 

５ 平成３０年１２月に支給する勤勉手当に関する改正後の条例第１７条の４第２項及び附則

第９項の規定の適用については、第１７条の４第２項第１号中「１００分の９２．５」とあ

るのは「１００分の９５」と、同項第２号中「１００分の４５」とあるのは「１００分の４

７．５」と、附則第９項中「１００分の１．３８７５」とあるのは「１００分の１．４２５」

と、「１００分の９２．５」とあるのは「１００分の９５」とする。 

（規則への委任） 

６ 附則第２項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則

で定める。 
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恵庭市職員の給与に関する条例新旧対照表（抄）

現行 改正案

第 1条～第 16条 (略) 

(期末手当) 
第 17条 期末手当は、6月 1日及び 12月 1日(以下この条から第 17条
の 3まで及び附則第 6項第 3号においてこれらの日を「基準日」とい
う。)にそれぞれ在職する職員に対して、6 月にあっては 15 日に、12
月にあっては 5日(その日が日曜日に当たるときはその前々日とし、そ
の日が土曜日に当たるときはその前日とする。次条及び第 17条の 3に
おいてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日
前 1か月以内に退職し、若しくは法第 16条第 1号に該当して法第 28
条第 4 項の規定により失職し、又は死亡した職員についても、同様と
する。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては
100分の 122.5、12月に支給する場合においては 100分の 137.5を乗じ
て得た額に、基準日以前 6か月以内の期間におけるその者の在職期間の
次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額と

する。

(1)～(4) (略) 
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100 分の

122.5」とあるのは「100分の 65」と、「100分の 137.5」とあるのは「
100分の 80」とする。

第 1条～第 16条 (略) 

(期末手当) 
第 17条 期末手当は、6月 1日及び 12月 1日(以下この条から第 17条
の 3 まで及び附則第 6 項第 3 号においてこれらの日を「基準日」とい
う。)にそれぞれ在職する職員に対して、6 月にあっては 15 日に、12
月にあっては 5 日(その日が日曜日に当たるときはその前々日とし、そ
の日が土曜日に当たるときはその前日とする。次条及び第 17条の 3に
おいてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日
前 1 か月以内に退職し、若しくは法第 16条第 1 号に該当して法第 28
条第 4 項の規定により失職し、又は死亡した職員についても、同様と
する。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に 100分の 130
                            を乗じ

て得た額に、基準日以前 6か月以内の期間におけるその者の在職期間の
次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額と

する。

(1)～(4) (略) 
3 再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の

130」とあるのは「100分の 72.5」     
とする。
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現行 改正案

4・5 (略) 

第 17条の 2・第 17条の 3 (略) 

(勤勉手当) 
第 17条の 4 勤勉手当は、6月 1日及び 12月 1日(以下この条及び附則
第 6条第 4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在
職する職員に対し、直近の人事評価の結果を含めたその者の勤務実績に

応じて、6 月にあっては 15 日に、12月にあっては 5 日(その日が日曜
日に当たるときはその前々日とし、その日が土曜日に当たるときはその

前日とする。)に支給する。これらの基準日前 1 か月以内に退職し、若
しくは法第 16条第 1号に該当して法第 28条第 4項の規定により失職
し、又は死亡した職員についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が別に定める割合を乗じて
得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の、その者に

所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号

に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基
礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、
又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡し

た日現在。次項及び附則第 6項第 4号において同じ。)において受け

4・5 (略) 

第 17条の 2・第 17条の 3 (略) 

(勤勉手当) 
第 17条の 4 勤勉手当は、6月 1日及び 12月 1日(以下この条及び附則
第 6条第 4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在
職する職員に対し、直近の人事評価の結果を含めたその者の勤務実績に

応じて、6 月にあっては 15 日に、12 月にあっては 5 日(その日が日曜
日に当たるときはその前々日とし、その日が土曜日に当たるときはその

前日とする。)に支給する。これらの基準日前 1 か月以内に退職し、若
しくは法第 16条第 1号に該当して法第 28条第 4項の規定により失職
し、又は死亡した職員についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、市長が別に定める割合を乗じて
得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の、その者に

所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号

に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち再任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基
礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、
又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡し

た日現在。次項及び附則第 6項第 4号において同じ。)において受け
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現行 改正案

るべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を

加算した額に 100分の 90 を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額
に 100分の 42.5を乗じて得た額の総額

3～5 (略) 

第 18条～第 22条 (略) 

附 則

1～8 (略) 
9 附則第 6項の規定が適用される間、第 17条の 4第 2項第 1号に定め
る額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、

同号に規定する職員で附則第 6 項の規定により給与が減ぜられて支給
されるものの勤勉手当減額対象額に 100分の 1.35  を乗じて得た額(最
低号俸に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に 100分の 90
を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

10 (略) 

別表第 1(第 4条関係) 

職員の区分
号俸

＼級

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

るべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を

加算した額に 100分の 92.5を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち再任用職員 当該再任用職員の勤勉手当基礎額
に 100分の 45 を乗じて得た額の総額

3～5 (略) 

第 18条～第 22条 (略) 

附 則

1～8 (略) 
9 附則第 6項の規定が適用される間、第 17条の 4第 2項第 1号に定め
る額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、

同号に規定する職員で附則第 6 項の規定により給与が減ぜられて支給
されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.3875を乗じて得た額(最
低号俸に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の92.5
を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

10 (略) 

別表第 1(第 4条関係)

職員の区分
号俸

＼級

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級
給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額
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現行 改正案

再任用職員

以外の職員
1 142,600 192,700 228,900 262,000 288,000 318,500 362,300
2 143,700 194,500 230,500 263,900 290,200 320,700 364,900
3 144,900 196,300 232,000 265,700 292,500 323,000 367,400
4 146,000 198,100 233,600 267,800 294,600 325,200 370,000
5 147,100 199,700 235,100 269,600 296,600 327,400 371,900
6 148,200 201,500 236,800 271,500 298,900 329,400 374,400
7 149,300 203,300 238,300 273,400 301,200 331,600 376,700
8 150,400 205,100 239,900 275,500 303,400 333,800 379,200
9 151,500 206,800 241,200 277,600 305,400 335,800 381,700

10 152,900 208,600 242,700 279,600 307,700 338,000 384,400
11 154,200 210,400 244,300 281,700 309,900 340,000 387,000
12 155,500 212,200 245,700 283,700 312,200 342,200 389,700
13 156,800 213,600 247,200 285,700 314,300 344,000 392,100
14 158,300 215,400 248,700 287,800 316,400 346,000 394,400
15 159,800 217,100 250,000 289,800 318,600 348,100 396,600
16 161,400 218,900 251,400 291,800 320,700 350,100 399,000
17 162,700 220,600 252,900 293,700 322,700 351,800 400,800
18 164,200 222,300 254,600 295,700 324,700 353,800 402,800
19 165,700 223,900 256,300 297,800 326,700 355,600 404,700
20 167,200 225,500 258,100 299,800 328,700 357,500 406,500
21 168,600 227,000 259,700 301,800 330,500 359,500 408,400
22 171,300 228,700 261,500 303,900 332,600 361,400 410,200
23 173,900 230,300 263,200 305,900 334,600 363,400 412,000
24 176,500 231,900 264,900 308,000 336,700 365,300 413,900
25 179,200 233,100 266,900 309,700 338,100 367,300 415,700

再任用職員

以外の職員
1 144,100 194,000 230,000 263,000 288,900 319,200 362,900 
2 145,200 195,800 231,600 264,900 291,100 321,400 365,500 
3 146,400 197,600 233,100 266,700 293,400 323,700 367,900 
4 147,500 199,400 234,700 268,800 295,500 325,900 370,500 
5 148,600 200,900 236,100 270,500 297,400 328,100 372,400 
6 149,700 202,700 237,800 272,400 299,700 330,100 374,900 
7 150,800 204,500 239,300 274,300 302,000 332,300 377,200 
8 151,900 206,300 240,900 276,400 304,200 334,500 379,700 
9 153,000 207,900 242,100 278,400 306,100 336,400 382,100 

10 154,400 209,700 243,600 280,400 308,400 338,600 384,800 
11 155,700 211,500 245,200 282,500 310,600 340,600 387,400 
12 157,000 213,300 246,600 284,500 312,900 342,800 390,100 
13 158,300 214,700 248,100 286,500 315,000 344,600 392,500 
14 159,800 216,500 249,600 288,600 317,100 346,600 394,800 
15 161,300 218,200 250,900 290,600 319,300 348,600 397,000 
16 162,900 220,000 252,300 292,600 321,400 350,600 399,400 
17 164,200 221,700 253,800 294,400 323,300 352,300 401,200 
18 165,700 223,400 255,400 296,400 325,300 354,300 403,200 
19 167,200 225,000 257,100 298,500 327,300 356,100 405,100 
20 168,700 226,600 258,900 300,500 329,300 358,000 406,900 
21 170,100 228,000 260,500 302,400 331,000 359,900 408,800 
22 172,800 229,700 262,300 304,500 333,100 361,800 410,600 
23 175,400 231,300 264,000 306,500 335,100 363,800 412,400 
24 178,000 232,900 265,700 308,600 337,200 365,700 414,300 
25 180,700 234,000 267,600 310,300 338,600 367,700 416,100 
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現行 改正案

26 180,900 234,600 268,800 311,800 340,000 369,200 417,200
27 182,600 236,000 270,600 313,800 341,900 371,200 418,700
28 184,300 237,300 272,400 315,800 343,800 373,200 420,300
29 185,800 238,600 274,100 317,600 345,500 374,700 421,900
30 187,600 239,800 276,000 319,600 347,400 376,500 423,200
31 189,400 240,800 277,900 321,700 349,300 378,300 424,500
32 191,100 242,000 279,600 323,800 351,100 379,900 425,700
33 192,700 243,300 281,200 325,100 353,000 381,700 426,900
34 194,200 244,500 283,100 327,100 354,800 383,100 428,200
35 195,700 245,700 284,900 329,000 356,600 384,600 429,500
36 197,200 247,000 286,800 331,100 358,300 386,200 430,700
37 198,500 247,900 288,400 333,000 359,700 387,600 431,900
38 199,800 249,300 290,100 334,900 361,000 388,800 432,700
39 201,100 250,700 291,900 336,900 362,400 390,000 433,500
40 202,400 252,200 293,700 338,800 363,800 391,100 434,300
41 203,700 253,600 295,300 340,700 365,100 392,200 434,900
42 205,000 255,000 297,000 342,600 366,000 393,400 435,600
43 206,300 256,400 298,500 344,400 367,100 394,600 436,300
44 207,600 257,700 300,100 346,300 368,200 395,700 437,000
45 208,800 258,900 301,700 347,800 369,000 396,400 437,800
46 210,100 260,200 303,400 349,200 369,900 397,100 438,600
47 211,400 261,600 305,000 350,700 370,800 397,800 439,000
48 212,700 262,900 306,700 352,200 371,700 398,500 439,700
49 213,800 264,100 307,700 353,800 372,600 399,100 440,200
50 214,900 265,200 309,200 354,600 373,400 399,700 440,600

26 182,400 235,500 269,500 312,400 340,500 369,600 417,600 
27 184,000 236,900 271,300 314,400 342,400 371,600 419,100 
28 185,700 238,200 273,100 316,400 344,300 373,600 420,700 
29 187,200 239,500 274,800 318,100 345,900 375,100 422,300 
30 188,900 240,700 276,700 320,100 347,800 376,900 423,600 
31 190,700 241,700 278,600 322,200 349,700 378,700 424,900 
32 192,400 242,900 280,300 324,300 351,500 380,300 426,100 
33 194,000 244,200 281,800 325,500 353,400 382,100 427,300 
34 195,400 245,300 283,700 327,500 355,200 383,500 428,600 
35 196,900 246,500 285,500 329,400 357,000 385,000 429,900 
36 198,400 247,800 287,400 331,500 358,700 386,600 431,100 
37 199,700 248,700 289,000 333,400 360,100 388,000 432,300 
38 201,000 250,100 290,700 335,300 361,400 389,200 433,100 
39 202,200 251,500 292,500 337,300 362,800 390,400 433,900 
40 203,500 252,900 294,300 339,200 364,200 391,500 434,700 
41 204,800 254,300 295,800 341,100 365,500 392,600 435,300 
42 206,100 255,700 297,500 343,000 366,400 393,800 436,000 
43 207,400 257,100 299,000 344,800 367,500 395,000 436,700 
44 208,700 258,400 300,600 346,700 368,600 396,100 437,400 
45 209,800 259,600 302,200 348,200 369,400 396,800 438,200 
46 211,100 260,900 303,900 349,600 370,300 397,500 439,000 
47 212,400 262,300 305,500 351,100 371,200 398,200 439,400 
48 213,700 263,600 307,200 352,600 372,100 398,900 440,100 
49 214,800 264,700 308,100 354,200 373,000 399,500 440,600 
50 215,900 265,800 309,600 355,000 373,800 400,100 441,000 
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現行 改正案

51 215,900 266,500 310,700 355,800 374,200 400,200 441,000
52 217,000 267,800 312,300 356,800 375,000 400,600 441,400
53 218,100 268,800 313,900 357,700 375,700 401,000 441,800
54 219,100 269,900 315,500 358,800 376,400 401,300 442,200
55 220,000 271,200 317,100 359,700 377,100 401,600 442,600
56 221,000 272,500 318,600 360,800 377,800 401,900 442,900
57 221,500 273,500 320,100 361,700 378,300 402,200 443,200
58 222,400 274,500 321,300 362,400 378,900 402,500 443,600
59 223,200 275,400 322,500 363,100 379,500 402,800 443,900
60 224,100 276,500 323,700 363,800 380,200 403,100 444,200
61 224,800 277,600 324,400 364,200 380,600 403,400 444,500
62 225,800 278,600 325,300 364,800 381,300 403,700
63 226,600 279,500 326,100 365,500 381,900 404,000
64 227,500 280,500 326,900 366,200 382,500 404,300
65 228,200 281,100 327,800 366,500 382,900 404,600
66 229,000 282,000 328,200 367,200 383,500 404,900
67 229,900 282,700 328,900 367,900 384,100 405,200
68 231,000 283,600 329,700 368,600 384,700 405,500
69 231,700 284,600 330,500 368,900 385,100 405,700
70 232,400 285,400 331,200 369,500 385,600 406,000
71 233,000 286,200 331,900 370,200 386,100 406,300
72 233,800 287,000 332,600 370,800 386,700 406,600
73 234,600 287,800 333,100 371,100 387,000 406,800
74 235,300 288,300 333,700 371,700 387,400 407,100
75 236,000 288,700 334,200 372,400 387,800 407,400

51 216,900 267,100 311,100 356,200 374,600 400,600 441,400 
52 218,000 268,400 312,700 357,200 375,400 401,000 441,800 
53 219,100 269,400 314,300 358,100 376,100 401,400 442,200 
54 220,100 270,500 315,900 359,200 376,800 401,700 442,600 
55 221,000 271,800 317,500 360,100 377,500 402,000 443,000 
56 222,000 273,100 319,000 361,200 378,200 402,300 443,300 
57 222,400 274,000 320,500 362,100 378,700 402,600 443,600 
58 223,300 275,000 321,700 362,800 379,300 402,900 444,000 
59 224,100 275,900 322,900 363,500 379,900 403,200 444,300 
60 224,900 277,000 324,100 364,200 380,600 403,500 444,600 
61 225,600 278,100 324,800 364,600 381,000 403,800 444,900 
62 226,600 279,100 325,700 365,200 381,700 404,100 
63 227,400 280,000 326,500 365,900 382,300 404,400 
64 228,300 281,000 327,300 366,600 382,900 404,700 
65 229,000 281,500 328,200 366,900 383,300 405,000 
66 229,800 282,400 328,600 367,600 383,900 405,300 
67 230,700 283,100 329,300 368,300 384,500 405,600 
68 231,700 284,000 330,100 369,000 385,100 405,900 
69 232,400 285,000 330,900 369,300 385,500 406,100 
70 233,100 285,800 331,600 369,900 386,000 406,400 
71 233,700 286,600 332,300 370,600 386,500 406,700 
72 234,500 287,400 333,000 371,200 387,100 407,000 
73 235,300 288,200 333,500 371,500 387,400 407,200 
74 236,000 288,700 334,100 372,100 387,800 407,500 
75 236,700 289,100 334,600 372,800 388,200 407,800 
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現行 改正案

76 236,600 289,200 334,800 373,000 388,200 407,600
77 237,300 289,300 335,100 373,400 388,500 407,800
78 238,100 289,700 335,600 373,900 388,800 408,100
79 238,900 289,900 336,000 374,500 389,100 408,400
80 239,600 290,300 336,500 375,000 389,400 408,600
81 240,200 290,500 336,900 375,500 389,600 408,800
82 240,900 290,700 337,400 376,100 389,900 409,100
83 241,600 291,100 337,900 376,600 390,200 409,400
84 242,300 291,400 338,400 376,900 390,400 409,600
85 242,900 291,700 338,700 377,300 390,600 409,800
86 243,600 292,000 339,100 377,800 390,900 410,100
87 244,300 292,300 339,600 378,200 391,200 410,400
88 245,000 292,700 340,000 378,600 391,400 410,600
89 245,600 293,000 340,300 379,000 391,600 410,800
90 246,100 293,400 340,700 379,500 391,900 411,100
91 246,400 293,700 341,200 379,900 392,200
92 246,800 294,100 341,600 380,300 392,400
93 247,100 294,200 341,800 380,600 392,600
94  294,400 342,200 381,100 392,900
95  294,800 342,700 381,500 393,200
96  295,200 343,100 381,900 393,400
97  295,400 343,200 382,200 393,600
98  295,700 343,700 382,700 393,900
99  296,100 344,100 383,100 394,200
100  296,500 344,400 383,500 394,400

76 237,300 289,600 335,200 373,400 388,600 408,000 
77 238,000 289,800 335,500 373,800 388,900 408,200 
78 238,800 290,100 336,000 374,300 389,200 408,500 
79 239,600 290,300 336,400 374,900 389,500 408,800 
80 240,300 290,700 336,900 375,400 389,800 409,000 
81 240,800 290,900 337,300 375,900 390,000 409,200 
82 241,500 291,100 337,800 376,500 390,300 409,500 
83 242,200 291,500 338,300 377,000 390,600 409,800 
84 242,900 291,800 338,800 377,300 390,800 410,000 
85 243,500 292,100 339,100 377,700 391,000 410,200 
86 244,200 292,400 339,500 378,200 391,300 410,500 
87 244,900 292,700 340,000 378,600 391,600 410,800 
88 245,600 293,100 340,400 379,000 391,800 411,000 
89 246,100 293,400 340,700 379,400 392,000 411,200 
90 246,600 293,800 341,100 379,900 392,300 411,500 
91 246,900 294,100 341,600 380,300 392,600 
92 247,300 294,500 342,000 380,700 392,800 
93 247,600 294,700 342,200 381,000 393,000 
94 294,900 342,600 381,500 393,300 
95 295,200 343,100 381,900 393,600 
96 295,600 343,500 382,300 393,800 
97 295,800 343,700 382,600 394,000 
98 296,100 344,100 383,100 394,300 
99 296,500 344,500 383,500 394,600 
100 296,900 344,800 383,900 394,800 
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現行 改正案

101  296,700 344,700 383,800 394,600
102  297,000 345,100 384,300 394,900
103  297,400 345,500 384,700 395,200
104  297,700 345,900 385,100 395,400
105  297,900 346,400 385,400 395,600
106  298,200 346,800 385,900 395,900
107  298,600 347,200 386,300 396,200
108  298,900 347,600 386,700 396,400
109  299,100 348,100 387,000 396,600
110  299,500 348,500 387,500 396,900
111  299,900 348,800 387,900
112  300,200 349,100 388,300
113  300,300 349,600 388,600
114  300,600  389,100
115  300,900  389,500
116  301,300
117  301,500
118  301,700
119  302,000
120  302,300
121  302,700
122  302,900
123  303,200
124  303,500
125  303,800

101 297,100 345,100 384,200 395,000 
102 297,400 345,500 384,700 395,300 
103 297,800 345,900 385,100 395,600 
104 298,100 346,300 385,500 395,800 
105 298,300 346,800 385,800 396,000 
106 298,600 347,200 386,300 396,300 
107 299,000 347,600 386,700 396,600 
108 299,300 348,000 387,100 396,800 
109 299,500 348,500 387,400 397,000 
110 299,900 348,900 387,900 397,300 
111 300,300 349,200 388,300 
112 300,600 349,500 388,700 
113 300,800 350,000 389,000 
114 301,000 389,500 
115 301,300 389,900 
116 301,700 
117 301,900 
118 302,100 
119 302,400 
120 302,700 
121 303,100 
122 303,300 
123 303,600 
124 303,900 
125 304,200 
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現行 改正案

別表第 2(第 4条関係) (略) 

再任用職員  187,300 214,800 254,800 274,200 289,300 314,700

別表第 2(第 4条関係) (略) 

再任用職員  187,700 215,200 255,200 274,600 289,700 315,100

3
1



32



議案第５号

   恵庭市税条例の一部改正について

 恵庭市税条例の一部を次のとおり改正することについて議決を求める。

  平成３０年１１月２９日提出

恵庭市長 原 田   裕  

記

恵庭市税条例の一部を改正する条例

恵庭市税条例（昭和５１年条例第８号）の一部を次のように改正する。

第１４条第２項中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」に改める。

第２８条第１項本文中「の者」を「に掲げる者」に改め、同項ただし書中「によって」を「に

より」に改め、「配偶者特別控除額」の次に「（所得税法第２条第１項第３３号の４に規定する

源泉控除対象配偶者に係るものを除く。）」を加える。

附則第２０条の２第３項中「第３７条の７」を「第３７条の６」に、「第３７条の９の４又

は第３７条の９の５」を「第３７条の８又は第３７条の９」に改める。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、平成３１年１月１日から施行する。

（市民税に関する経過措置）

第２条 この条例による改正後の恵庭市税条例の規定中個人の市民税に関する部分は、平成３

１年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成３０年度分までの個人の市民税に

ついては、なお従前の例による。
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恵庭市税条例新旧対照表（抄）

現行 改正案

第 1条～第 13条 (略) 

(個人の市民税の非課税の範囲) 
第14条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては市民税(第2号に該
当する者にあっては、第 49条の規定により課する所得割(以下「分離課
税に係る所得割」という。)を除く。)を課さない。ただし、法の施行地
に住所を有しない者については、この限りでない。

(1)・(2) (略) 
2 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前
年の合計所得金額が 32万円にその者の控除対象配偶者及び扶養親族の
数に 1 を加えた数を乗じて得た金額(その者が控除対象配偶者又は扶養
親族を有する場合には、当該金額に 19万円を加算した金額)以下である
者に対しては、均等割を課さない。

第 15条～第 27条 (略) 

(市民税の申告) 
第 28条 第 13条第 1項第 1号の者   は、3月 15日までに、施行規
則第 5 号の 4 様式(別表)による申告書を市長に提出しなければならな
い。ただし、法第 317条の 6第 1項又は第 4項の規定によって給与支
払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1

第 1条～第 13条 (略) 

(個人の市民税の非課税の範囲)
第14号 次の各号のいずれかに該当する者に対しては市民税(第2号に該
当する者にあっては、第 49条の規定により課する所得割(以下「分離課
税に係る所得割」という。)を除く。)を課さない。ただし、法の施行地
に住所を有しない者については、この限りでない。

(1)・(2) (略) 
2 法の施行地に住所を有する者で均等割のみを課すべきもののうち、前
年の合計所得金額が 32万円にその者の同一生計配偶者及び扶養親族の
数に 1 を加えた数を乗じて得た金額(その者が同一生計配偶者又は扶養
親族を有する場合には、当該金額に 19万円を加算した金額)以下である
者に対しては、均等割を課さない。

第 15条～第 27条 (略) 

(市民税の申告) 
第 28条 第 13条第 1項第 1号に掲げる者は、3月 15日までに、施行規
則第 5 号の 4 様式(別表)による申告書を市長に提出しなければならな
い。ただし、法第 317条の 6第 1項又は第 4項の規定により 給与支
払報告書又は公的年金等支払報告書を提出する義務がある者から1月1
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現行 改正案

 日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中に

おいて給与所得以外の所得又は公的年金等に係る所得以外の所得を有

しなかったもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で
社会保険料控除額(令第 48条の 9の 7に規定するものを除く。)、小規
模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労

学生控除額、配偶者特別控除額                  

                      若しくは法第 314 条
の 2 第 5 項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除
額若しくは医療費控除額の控除、法第 313 条第 8 項に規定する純損失
の金額の控除、同条第 9 項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の
控除若しくは第 24条の 2第 1項(同項第 2号に掲げる寄附金(特定非営
利活動促進法第 2 条第 3 項に規定する認定特定非営利活動法人及び同
条第 4項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。
第 6項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第 2項の規定によって
控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の
控除を受けようとするものを除く。以下この条において「給与所得等以

外の所得を有しなかった者」という。)及び第 14条第 2項に規定する者
(施行規則第 2 条の 2 第 1 項の表の上欄の(2)に掲げる者を除く。)につ
いては、この限りでない。

2～9 (略) 

 日現在において給与又は公的年金等の支払を受けている者で前年中に

おいて給与所得又は公的年金等に係る所得以外の所得以外の所得を有

しなかったもの(公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった者で
社会保険料控除額(令第 48条の 9の 7に規定するものを除く。)、小規
模企業共済等掛金控除額、生命保険料控除額、地震保険料控除額、勤労

学生控除額、配偶者特別控除額(所得税法第 2条第 1項第 33号の 4に
規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除く。)若しくは法第 314条
の 2 第 5 項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せて雑損控除
額若しくは医療費控除額の控除、法第 313 条第 8 項に規定する純損失
の金額の控除、同条第 9 項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の
控除若しくは第 24条の 2第 1項(同項第 2号に掲げる寄附金(特定非営
利活動促進法第 2 条第 3 項に規定する認定特定非営利活動法人及び同
条第 4項に規定する特例認定特定非営利活動法人に対するものを除く。
第 6項において同じ。)に係る部分を除く。)及び第 2項の規定により 
控除すべき金額(以下この条において「寄附金税額控除額」という。)の
控除を受けようとするものを除く。以下この条において「給与所得等以

外の所得を有しなかった者」という。)及び第 14条第 2項に規定する者
(施行規則第 2 条の 2 第 1 項の表の上欄の(2)に掲げる者を除く。)につ
いては、この限りでない。

2～9 (略) 
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現行 改正案

第 29条～第 149条 (略) 

附 則

第 1条～第 20条 (略) 

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に
係る市民税の課税の特例) 

第 20条の 2 昭和 63年度から平成 32年度までの各年度分の個人の市民
税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第 1 項に規定する譲渡
所得の基因となる土地等(租税特別措置法第31条第1項に規定する土地
等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(同項に規定する譲渡をい
う。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良
住宅地等のための譲渡(法附則第 34 条の 2 第 1 項に規定する優良住宅
地等のための譲渡をいう。)に該当するときにおける前条第 1 項に規定
する譲渡所得(次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項におい
て同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割
の額は、前条第 1 項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区
分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。

(1)・(2) (略) 
2 (略) 
3 第 1項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割

第 29条～第 149条 (略) 

附 則

第 1条～第 20条 (略) 

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に
係る市民税の課税の特例) 

第 20条の 2 昭和 63年度から平成 32年度までの各年度分の個人の市民
税に限り、所得割の納税義務者が前年中に前条第 1 項に規定する譲渡
所得の基因となる土地等(租税特別措置法第31条第1項に規定する土地
等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(同項に規定する譲渡をい
う。以下この条において同じ。)をした場合において、当該譲渡が優良
住宅地等のための譲渡(法附則第 34 条の 2 第 1 項に規定する優良住宅
地等のための譲渡をいう。)に該当するときにおける前条第 1項に規定
する譲渡所得(次条の規定の適用を受ける譲渡所得を除く。次項におい
て同じ。)に係る課税長期譲渡所得金額に対して課する市民税の所得割
の額は、前条第 1 項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区
分に応じ、当該各号に定める金額に相当する額とする。

(1)・(2) (略) 
2 (略) 
3 第 1項(前項において準用する場合を含む。)の場合において、所得割
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現行 改正案

の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第 33条か
ら第 33条の 4まで、第 34条から第 35条の 2まで、第 36条の 2、第
36条の 5、第 37条、第 37条の 4から第 37条の 7まで、第 37条の 9
の 4又は第 37条の 9の 5の規定の適用を受けるときは、当該土地等の
譲渡は、第 1 項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定
する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

第 20条の 3～第 25条 (略) 

の納税義務者が、その有する土地等につき、租税特別措置法第 33条か
ら第 33条の 4まで、第 34条から第 35条の 2まで、第 36条の 2、第
36条の 5、第 37条、第 37条の 4から第 37条の 6まで、第 37条の 8
又は第 37条の 9  の規定の適用を受けるときは、当該土地等の

譲渡は、第 1 項に規定する優良住宅地等のための譲渡又は前項に規定
する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当しないものとみなす。

第 20条の 3～第 25条 (略) 
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議案第６号

   恵庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について

 恵庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を次のとおり改正することについて議決を

求める。

  平成３０年１１月２９日提出

恵庭市長 原 田   裕  

記

   恵庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条例

 恵庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（平成６年条例第４号）の一部を次のように改正

する。

 第２条第２項に次の２号を加える。

(7) 戸別ごみ排出場所 一戸建ての住宅に居住する市民が、市が行う家庭廃棄物の収集に排

出するため当該住宅の敷地内に設置又は指定する当該住宅からの家庭廃棄物のみを排出す

る場所をいう。

(8) ごみ保管場所 一戸建ての住宅に居住する市民又は共同住宅に居住する市民が、市が行

う家庭廃棄物の収集に排出するため共同で利用する家庭廃棄物のみを集積する場所をいう。

 第９条第１項中「の所有者又は事業用建築物を」を「を所有する者又は」に改める。

第１０条第１項中「集団資源回収等の」を「集団資源回収（町内会その他の団体が新聞、雑

誌、ダンボールその他の資源物を回収し、当該資源物の回収を業とする者に引き渡す行為であ

って、営利を目的としないものをいう。以下同じ。）その他」に改める。

 第１２条第１項中「受入時間等基本的事項」を「受入時間等の基本的事項」に改める。
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第１３条第１項中「事業系廃棄物」を「事業系一般廃棄物」に改め、同条第２項中「その事

業系廃棄物」を「事業系一般廃棄物」に改める。

第１４条第１項を次のように改める。

占有者等は、自ら処分できない家庭廃棄物については、第１２条第１項の基本的事項に定

める排出方法により、散乱及び飛散の防止策を講じて戸別ごみ排出場所又はごみ保管場所に

排出しなければならない。

第１４条第２項中「ごみステーション」を「ごみ保管場所」に改め、同条第３項前段中「の

所有者」を「を所有する者」に、「保管場所」を「ごみ保管場所」に改め、同項後段中「の所有

者」を「を所有する者」に、「保管場所」を「ごみ保管場所」に改め、同条の次に次の１条を加

える。

 （家庭廃棄物の収集又は運搬の禁止等）

第１４条の２ 市（市から一般廃棄物の収集又は運搬の委託を受けた者を含む。）以外の者は、

戸別ごみ排出場所及びごみ保管場所に排出された家庭廃棄物（集団資源回収のために排出さ

れたものを除く。）を収集し、又は運搬してはならない。

２ 市長は、前項の規定に違反する行為をした者に対し、戸別ごみ排出場所及びごみ保管場所

から家庭廃棄物を収集し、又は運搬しないよう命ずることができる。

第１６条第１項第１号中「法第２条第３項に規定する」を削り、同項第４号中「前３号」を

「前各号」に、「収集、運搬及び」を「収集及び運搬並びに」に、「定めるもの。」を「定めるも

の」に改め、同号を同項第５号とし、同項第３号を同項第４号とし、同項第２号の次に次の１

号を加える。

(3) 液状の物

 第１８条の３第３号中「法第２０条に規定する」を削る。

 第２４条第２項中「と適正な」を「及び適正な」に改める。

 第２７条の見出し中「手数料」を「一般廃棄物処理手数料」に改め、同条各号を次のように

改める。

(1) 天災に直接起因して廃棄物となった一般廃棄物を処分しようとするとき。

(2) 火災により廃棄物となった一般廃棄物を処分しようとするとき。
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(3) その他市長が特別な理由があると認めるとき。

 第２９条を次のように改める。

第２９条 削除

 第３０条の２を同条第２項とし、同条に第１項として次の１項を加える。

  第１４条の２第２項の規定による命令に従わない者には、５万円の過料を科する。

第３１条の見出しを「（報告の徴収）」に改める。

第３２条中「調査」を「検査」に改める。

別表１中備考以外の部分を次のように改める。

別表１（第２６条関係）

手数料の種類 取扱区分 金額

家庭廃棄物処理

手数料

生ごみ 規則で定める有料指定ごみ袋

により排出されたものを収集

及び運搬し、処分するとき。

当該有料指定ごみ袋の

容量１リットルにつき

２円

燃やせるごみ 規則で定める有料指定ごみ袋

により排出されたものを収集

及び運搬し、処分するとき。

当該有料指定ごみ袋の

容量１リットルにつき

３円

燃やせないご

み及び危険ご

み

規則で定める有料指定ごみ袋

により排出されたものを収集

及び運搬し、処分するとき。

当該有料指定ごみ袋の

容量１リットルにつき

４円

可燃性粗大ご

み

規則で定める有料指定ごみ袋

により排出することができな

い家庭廃棄物のうち、ごみ焼却

施設で処理するもので規則で

定めるごみ処理券を貼り付け

て排出されたものを収集及び

運搬し、処分するとき。

１０キログラムにつき

１２８円を基準とし

て、９００円以内で品

目別に規則で定める額

不燃性粗大ご 規則で定める有料指定ごみ袋 １０キログラムにつき
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み により排出することができな

い家庭廃棄物のうち、ごみ処理

場で処理するもので規則で定

めるごみ処理券を貼り付けて

排出されたものを収集及び運

搬し、処分するとき。

２３１円を基準とし

て、９００円以内で品

目別に規則で定める額

ごみ焼却施設

への直接搬入

ごみ

家庭廃棄物のうち、ごみ焼却施

設で処理するごみを直接搬入

したものを処分するとき。

１０キログラムにつき

１２８円

ごみ処理場へ

の直接搬入ご

み

家庭廃棄物のうち、ごみ処理場

で処理するごみを直接搬入し

たものを処分するとき。

１０キログラムにつき

２３１円

事業系一般廃棄

物処分手数料

ごみ焼却施設

への直接搬入

ごみ 

事業系一般廃棄物のうち、ごみ

焼却施設で処理するごみを直

接搬入したものを処分すると

き。 

１０キログラムにつき

２１７円 

ごみ処理場へ

の直接搬入ご

み 

事業系一般廃棄物のうち、ごみ

処理場で処理するごみを直接

搬入したものを処分するとき。

１０キログラムにつき

３４３円 

生ごみ処理場

への直接搬入

ごみ 

事業系一般廃棄物のうち、生ご

み処理場で処理するごみを直

接搬入したものを処分すると

き。 

１０キログラムにつき

９３円 

リサイクルセ

ンターへの直

接搬入ごみ 

事業系一般廃棄物のうち、リサ

イクルセンターで処理するご

みを直接搬入したものを処分

するとき。 

１０キログラムにつき

１１４円 
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し尿処理手数料 １０リットルにつき５

０円

別表第１備考２中「収集１回」を「収集場所１回」に改める。

別表２中備考以外の部分を次のように改める。

別表２（第２８条関係）

手数料の種類 取扱区分 金額

産業廃棄物処分

手数料

第１９条に規定する産業廃棄物のう

ち、ごみ焼却施設で処理するごみを

直接搬入したものを処分するとき。

１０キログラムにつき３６４円

第１９条に規定する産業廃棄物のう

ち、ごみ処理場で処理するごみを直

接搬入したものを処分するとき。

１０キログラムにつき４６３円

附 則

 （施行期日）

１ この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各

号に定める日から施行する。

(1) 第１４条の次に１条を加える改正規定、第１６条、第２７条、第２９条及び第３０条の

２の改正規定並びに次項の規定 平成３１年４月１日

(2) 別表１（備考２の改正規定を除く。）及び別表２の改正規定並びに附則第３項から第７

項までの規定 平成３２年４月１日

 （一般廃棄物処理手数料の減免に関する経過措置）

２ 前項第１号に掲げる規定による改正前の恵庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第２７

条の規定により行われていた手数料の減免に関しては、同条の規定は、平成３２年３月３１

日までに処理する家庭廃棄物の手数料に限り、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

（一般廃棄物処理手数料に関する経過措置）

３ 附則第１項第２号に掲げる規定による改正後の恵庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例

（以下「新条例」という。）別表１の規定のうち次の各号に掲げる一般廃棄物の一般廃棄物
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処理手数料の金額は、同表の規定にかかわらず、平成３４年３月３１日までの間に限り、そ

れぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 家庭廃棄物処理手数料の部燃やせるごみの項に規定する燃やせるごみ 当該有料指定

ごみ袋の容量１リットルにつき２円

(2) 事業系一般廃棄物処分手数料の部ごみ焼却施設への直接搬入ごみの項に規定するごみ

焼却施設への直接搬入ごみ １０キログラムにつき１２８円

(3) 事業系一般廃棄物処分手数料の部ごみ処理場への直接搬入ごみの項に規定するごみ処

理場への直接搬入ごみ １０キログラムにつき２３１円

（適用区分）

４ 新条例別表１家庭廃棄物処理手数料の部の規定は、附則第１項第２号に定める施行の日（以

下「施行日」という。）以後に収集又は直接搬入する家庭廃棄物について適用し、施行日以

前に収集又は直接搬入する家庭廃棄物については、なお従前の例による。

５ 新条例別表１（家庭廃棄物処理手数料の部を除く。）及び別表２の規定は、施行日以後に処

分する事業系一般廃棄物及び産業廃棄物について適用し、施行日以前に処分する事業系一般

廃棄物及び産業廃棄物については、なお従前の例による。

（準備行為）

６ 新条例別表１に規定する有料指定ごみ袋及びごみ処理券の売りさばきは、施行日前におい

ても、これをすることができる。

７ 施行日前に家庭廃棄物の排出に使用された新条例別表１に規定する有料指定ごみ袋及びご

み処理券は、附則第１項第２号に掲げる規定による改正前の恵庭市廃棄物の処理及び清掃に

関する条例別表１の規定する有料指定ごみ袋及びごみ処理券とみなす。
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恵庭市廃棄物の処理及び清掃に関する条例新旧対照表（抄）

現行 改正案

第 1条 (略) 

(定義) 
第 2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する
法律(昭和 45年法律第 137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め
るところによる。

(1)～(6) (略)

第 3条～第 8条 (略) 

(事業系廃棄物の保管場所等の設置) 
第 9 条 事業用建築物の所有者又は事業用建築物を建設しようとする者
は、当該事業用建築物に係る事業系廃棄物の保管場所及び再利用の対象

となる物の保管場所を設置しなければならない。

第 1条 (略) 

(定義) 
第 2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する
法律(昭和 45年法律第 137号。以下「法」という。)の例による。

2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め
るところによる。

(1)～(6) (略) 
(7) 戸別ごみ排出場所 一戸建ての住宅に居住する市民が、市が行う
家庭廃棄物の収集に排出するため当該住宅の敷地内に設置又は指定

する当該住宅からの家庭廃棄物のみを排出する場所をいう。

(8) ごみ保管場所 一戸建ての住宅に居住する市民又は共同住宅に居
住する市民が、市が行う家庭廃棄物の収集に排出するため共同で利用

する家庭廃棄物のみを集積する場所をいう。

第 3条～第 8条 (略) 

(事業系廃棄物の保管場所等の設置) 
第 9 条 事業用建築物を所有する者又は     建設しようとする者
は、当該事業用建築物に係る事業系廃棄物の保管場所及び再利用の対象

となる物の保管場所を設置しなければならない。
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現行 改正案

2 (略) 

(減量化推進のための市民の役割) 
第 10条 市民は、集団資源回収等の                

 再利用を促進するための市民の自主的な活動に参加すること等によ

り、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

2 (略) 

第 11条 (略) 

(一般廃棄物の処理に関する基本的事項の告示) 
第 12条 市長は、土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、当該土
地又は建物の管理者とする。以下「占有者等」という。)及び事業者が
一般廃棄物の適正な処理を容易に行うことができるよう、一般廃棄物処

理計画のうちの排出方法、処理施設、受入時間等基本的事項 を告示す

るものとする。

2 (略) 

(市が処理する一般廃棄物) 

2 (略) 

(減量化推進のための市民の役割) 
第 10条 市民は、集団資源回収(町内会その他の団体が新聞、雑誌、ダン
ボールその他の資源物を回収し、当該資源物の回収を業とする者に引き

渡す行為であって、営利を目的としないものをいう。以下同じ。)その
他再利用を促進するための市民の自主的な活動に参加すること等によ

り、廃棄物の減量及び資源の有効利用に努めなければならない。

2 (略) 

第 11条 (略) 

(一般廃棄物の処理に関する基本的事項の告示) 
第 12条 市長は、土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、当該土
地又は建物の管理者とする。以下「占有者等」という。)及び事業者が
一般廃棄物の適正な処理を容易に行うことができるよう、一般廃棄物処

理計画のうちの排出方法、処理施設、受入時間等の基本的事項を告示す

るものとする。

2 (略) 

(市が処理する一般廃棄物) 
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現行 改正案

第 13条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭廃棄物(浄化槽汚泥を除
く。)及び事業系廃棄物  のうちし尿を収集、運搬又は処分するもの
とする。

2 市は、家庭廃棄物の適正な処理に支障がないと認めるときは、その事
業系廃棄物(浄化槽汚泥を含む。)を処分することができる。

(排出マナーの遵守義務) 
第 14条 占有者等は、自ら処分できない家庭廃棄物については、市長の
定める排出日時及び排出方法を遵守して所定の場所へ持ち出し、動物に

よる廃棄物の散乱並びに廃棄物の飛散防止策を講じる等して、第 12条
第 1項の基本的事項に従わなければならない。

2 ごみステーションを利用する者は、自ら処分できない家庭廃棄物を市
長の定める排出方法によりごみステーションに持ち出し、市が収集した

後は常に清潔にしておかなければならない。

3 住戸数が 2戸以上の住宅(長屋、共同住宅、寄宿舎、寮等をいう。以下
同じ。)の所有者  又は建設しようとする者は、当該住宅に係る家庭
廃棄物の保管場所  を設置しなければならない。この場合において、

住宅の所有者  又は建設しようとする者は、当該保管場所  につい

て、規則で定めるところにより、あらかじめ市長と協議しなければなら

ない。

第 13条 市は、一般廃棄物処理計画に従い、家庭廃棄物(浄化槽汚泥を除
く。)及び事業系一般廃棄物のうちし尿を収集、運搬又は処分するもの
とする。

2 市は、家庭廃棄物の適正な処理に支障がないと認めるときは、事業系
一般廃棄物(浄化槽汚泥を含む。)を処分することができる。

(排出マナーの遵守義務) 
第 14 条 占有者等は、自ら処分できない家庭廃棄物については、第 12
条第 1 項の基本的事項に定める排出方法により、散乱及び飛散の
防止策を講じて戸別ごみ排出場所又はごみ保管場所に排出しなければ

ならない。

2 ごみ保管場所  を利用する者は、自ら処分できない家庭廃棄物を市
長の定める排出方法によりごみ保管場所  に持ち出し、市が収集した

後は常に清潔にしておかなければならない。

3 住戸数が 2戸以上の住宅(長屋、共同住宅、寄宿舎、寮等をいう。以下
同じ。)を所有する者又は建設しようとする者は、当該住宅に係る家庭
廃棄物のごみ保管場所を設置しなければならない。この場合において、

住宅を所有する者又は建設しようとする者は、当該ごみ保管場所につい

て、規則で定めるところにより、あらかじめ市長と協議しなければなら

ない。
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現行 改正案

第 15条 (略)

(排出禁止物) 
第 16条 占有者等は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる
一般廃棄物を排出してはならない。ただし、規則で定める処理を施した

物については、この限りでない。

(1) 法第 2条第 3項に規定する特別管理一般廃棄物
(2) (略) 

(3) (略) 
(4) 前 3 号に掲げるもののほか、一般廃棄物の収集、運搬及び  処
理施設等の機能に支障を生ずる物で、規則で定めるもの。

(家庭廃棄物の収集又は運搬の禁止等) 
第 14条の 2 市(市から一般廃棄物の収集又は運搬の委託を受けた者を含
む。)以外の者は、戸別ごみ排出場所及びごみ保管場所に排出された家
庭廃棄物(集団資源回収のために排出されたものを除く。)を収集し、又
は運搬してはならない。

2 市長は、前項の規定に違反する行為をした者に対し、戸別ごみ排出場
所及びごみ保管場所から家庭廃棄物を収集し、又は運搬しないよう命ず

ることができる。

第 15条 (略)

(排出禁止物) 
第 16条 占有者等は、市が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる
一般廃棄物を排出してはならない。ただし、規則で定める処理を施した

物については、この限りでない。

(1)             特別管理一般廃棄物
(2) (略) 
(3) 液状の物
(4) (略) 
(5) 前各号に掲げるもののほか、一般廃棄物の収集及び運搬並びに処
理施設等の機能に支障を生ずる物で、規則で定めるもの 

4
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現行 改正案

2 (略) 

第 17条～第 18条の 2 (略) 

(市が設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者の資格) 
第 18 条の 3 法第 21条第 3 項に規定する条例で定める資格は、次のと
おりとする。

(1)・(2) (略) 
(3) 2年以上法第 20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者であ
ること。

(4)～(11) (略) 

第 19条～第 23条 (略) 

(公共の場所の清潔保持) 
第 24条 何人も、道路、公園、河川その他の公共の場所に紙くず、空缶、
吸殻その他の廃棄物を捨てること等により、当該公共の場所を汚しては

ならない。

2 前項の公共の場所の管理者は、これらの場所の清潔の保持と適正な 
管理に努めなければならない。

3 (略) 

2 (略) 

第 17条～第 18条の 2 (略) 

(市が設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者の資格) 
第 18条の 3 法第 21条第 3 項に規定する条例で定める資格は、次のと
おりとする。

(1)・(2) (略) 
(3) 2 年以上         環境衛生指導員の職にあった者であ
ること。

(4)～(11) (略) 

第 19条～第 23条 (略) 

(公共の場所の清潔保持) 
第 24条 何人も、道路、公園、河川その他の公共の場所に紙くず、空缶、
吸殻その他の廃棄物を捨てること等により、当該公共の場所を汚しては

ならない。

2 前項の公共の場所の管理者は、これらの場所の清潔の保持及び適正な
管理に努めなければならない。

3 (略) 

4
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現行 改正案

第 25条・第 26条 (略) 

(手数料       の減免) 
第 27条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その
申請により前条の手数料を減免することができる。

(1) 公の扶助を受けている者
(2) その他市長が特別な理由があると認める者

第 28条 (略) 

(産業廃棄物処分手数料の減免) 
第 29条 市長は、天災その他特別な理由があると認めたときは、前条に
規定する手数料を減免することができる。

第 30条 (略) 

(過料) 

第 25条・第 26条 (略) 

(一般廃棄物処理手数料の減免) 
第 27条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その
申請により前条の手数料を減免することができる。

(1) 天災に直接起因して廃棄物となった一般廃棄物を処分しようとす
るとき。

(2) 火災により廃棄物となった一般廃棄物を処分しようとするとき。
(3) その他市長が特別な理由があると認めるとき。

第 28条 (略) 

第 29条 削除

第 30条 (略) 

(過料) 
第 30条の 2 第 14条の 2第 2項の規定による命令に従わない者には、5 

5
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現行 改正案

第 30条の 2 詐欺その他不正な行為により、この条例に定める手数料又
は費用の徴収を免れたものには、その徴収を免れた金額の 5倍に相当す
る金額(当該 5 倍に相当する金額が 5 万円を超えないときは、5 万円と
する。)以下の過料を科する。

(報告) 
第 31 条 市長は、法第 18 条に規定するもののほか、この条例の施行に
必要な限度において、占有者等その他の関係者に対し、廃棄物の処理に

関して必要な報告を求めることができる。

(立入検査) 
第 32条 市長は、法第 19条第 1項に規定するもののほか、この条例の
施行に必要な限度において、その職員に、占有者等その他必要と認める

者の土地又は建物に立ち入り、廃棄物の処理に関し必要な調査を行わせ

ることができる。

第 33条・第 34条 (略) 

別表 1(第 26条関係) 
手数料の 取扱区分 金額

万円の過料を科する。

2      詐欺その他不正な行為により、この条例に定める手数料又
は費用の徴収を免れたものには、その徴収を免れた金額の 5倍に相当す
る金額(当該 5 倍に相当する金額が 5 万円を超えないときは、5万円と
する。)以下の過料を科する。

(報告の徴収) 
第 31 条 市長は、法第 18 条に規定するもののほか、この条例の施行に
必要な限度において、占有者等その他の関係者に対し、廃棄物の処理に

関して必要な報告を求めることができる。

(立入検査) 
第 32条 市長は、法第 19条第 1項に規定するもののほか、この条例の
施行に必要な限度において、その職員に、占有者等その他必要と認める

者の土地又は建物に立ち入り、廃棄物の処理に関し必要な検査を行わせ

ることができる。

第 33条・第 34条 (略) 

別表 1(第 26条関係) 
手数料の 取扱区分 金額

5
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現行 改正案

種類

家庭廃棄

物処理手

数料

燃やせるご

み、燃やせな

いごみ及び生

ごみ

規則で定める有料指定ごみ

袋で排出されたもの

当該有料指定ご

み袋の容量1
リットルにつき

2円
粗大ごみ 有料指定ごみ袋により排出

することができない家庭廃

棄物で規則で定めるごみ処

理券を貼り付けて排出され

たもの

1個につき100
円

市長の指定する場所に搬入された燃やせ

るごみ、燃やせないごみ及び粗大ごみを

処分するとき。

10キログラム
につき70円

事業系一

般廃棄物

処分手数

料

市長の指定する場所に搬入された事業系

一般廃棄物(生ごみを除く。)を処分すると
き。

10キログラム
につき112円

市長の指定する場所に搬入された事業系

一般廃棄物のうち生ごみを処分すると

き。

10キログラム
につき112円

し尿処理

手数料

10リットルに
つき50円

種類

家庭廃棄

物処理手

数料

生ごみ 規則で定める有料指定ごみ

袋により排出されたものを

収集及び運搬し、処分する

とき。

当該有料指定ご

み袋の容量1
リットルにつき

2円
燃やせるごみ 規則で定める有料指定ごみ

袋により排出されたものを

収集及び運搬し、処分する

とき。

当該有料指定ご

み袋の容量1
リットルにつき

3円
燃やせないご

み及び危険ご

み

規則で定める有料指定ごみ

袋により排出されたものを

収集及び運搬し、処分する

とき。

当該有料指定ご

み袋の容量1
リットルにつき

4円
可燃性粗大ご

み

規則で定める有料指定ごみ

袋により排出することがで

きない家庭廃棄物のうち、

ごみ焼却施設で処理するも

ので規則で定めるごみ処理

券を貼り付けて排出された

ものを収集及び運搬し、処

分するとき。

10キログラム
につき128円を
基準として、

900円以内で品
目別に規則で定

める額

不燃性粗大ご

み

規則で定める有料指定ごみ

袋により排出することがで

きない家庭廃棄物のうち、

ごみ処理場で処理するもの

で規則で定めるごみ処理券

を貼り付けて排出されたも

10キログラム
につき231円を
基準として、

900円以内で品
目別に規則で定

める額

5
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現行 改正案

のを収集及び運搬し、処分

するとき。

ごみ焼却施設

への直接搬入

ごみ

家庭廃棄物のうち、ごみ焼

却施設で処理するごみを直

接搬入したものを処分する

とき。

10キログラム
につき128円

ごみ処理場へ

の直接搬入ご

み

家庭廃棄物のうち、ごみ処

理場で処理するごみを直接

搬入したものを処分すると

き。

10キログラム
につき231円

事業系一

般廃棄物

処分手数

料

ごみ焼却施設

への直接搬入

ごみ

事業系一般廃棄物のうち、

ごみ焼却施設で処理するご

みを直接搬入したものを処

分するとき。

10キログラム
につき217円

ごみ処理場へ

の直接搬入ご

み

事業系一般廃棄物のうち、

ごみ処理場で処理するごみ

を直接搬入したものを処分

するとき。

10キログラム
につき343円

生ごみ処理場

への直接搬入

ごみ

事業系一般廃棄物のうち、

生ごみ処理場で処理するご

みを直接搬入したものを処

分するとき。

10キログラム
につき93円

リサイクルセ

ンターへの直

接搬入ごみ

事業系一般廃棄物のうち、

リサイクルセンターで処理

するごみを直接搬入したも

のを処分するとき。

10キログラム
につき114円

し尿処理 10リットルに

5
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現行 改正案

備考

1 (略) 
2 仮設トイレに係るし尿処理手数料については、収集 1回  につ
き 880円を加算する。

別表 2(第 28条関係) 
手数料の

種類

取扱区分 金額

産業廃棄

物処分手

数料

市長の指定する場所に搬入され

た第19条に規定する産業廃棄物
を処分するとき。

含水率が30パーセントを
超え85パーセント以下の
汚泥10キログラムにつき
187円
含水率が30パーセント以
下の汚泥その他の産業廃

棄物10キログラムにつき
156円

備考 (略) 

別表 3(第 30条関係) (略) 

備考

1 (略) 
2 仮設トイレに係るし尿処理手数料については、収集場所 1回につ
き 880円を加算する。

別表 2(第 28条関係) 
手数料の

種類

取扱区分 金額

産業廃棄

物処分手

数料

第19条に規定する産業廃棄物の
うち、ごみ焼却施設で処理するご

みを直接搬入したものを処分す

るとき。

10 キログラムにつき
364円

第19条に規定する産業廃棄物の
うち、ごみ処理場で処理するごみ

を直接搬入したものを処分する

とき。

10キログラムにつき
463円

備考 (略) 

別表 3(第 30条関係) (略) 

手数料 つき50円
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議案第７号 

恵庭市子ども医療費助成に関する条例の一部改正について 

恵庭市子ども医療費助成に関する条例の一部を次のとおり改正することについて議決を

求める。

平成３０年１１月２９日提出

恵庭市長 原 田   裕  

記

恵庭市子ども医療費助成に関する条例の一部を改正する条例

恵庭市子ども医療費助成に関する条例（昭和４８年条例第３５号）の一部を次のように

改正する。

第５条第１項中「満６歳」を「満９歳」に改める。

附 則

 （施行期日）

１ この条例は、平成３１年４月１日から施行する。

 （準備行為）

２ この条例による改正後の恵庭市子ども医療費助成に関する条例（以下「改正後の条例」

という。）の規定による子ども医療費の助成に関し必要な行為は、この条例の施行の日（以

下「施行日」という。）前においても行うことができる。

 （適用区分）

３ 改正後の条例の規定は、施行日以後に受ける医療に係る医療費の助成について適用し、

同日前に受けた医療に係る医療費の助成については、なお従前の例による。
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恵庭市子ども医療費助成に関する条例新旧対照表（抄）

現行 改正案

第 1条～第 4条の 4 (略) 

(助成の額) 
第 5条 助成の額は、受給者に係る医療費(満 6歳に達する日以後の最初
の 4月 1日から満 15歳に達する日以後の最初の 3月 31日までの間に
ある者にあっては入院及び指定訪問看護に係るものに限る。)から一部
負担金及び基本利用料並びに食事療養標準負担額及び附加給付される

額を控除して得た額とする。

2 (略) 

第 6条～第 11条 (略) 

第 1条～第 4条の 4 (略) 

(助成の額) 
第 5条 助成の額は、受給者に係る医療費(満 9歳に達する日以後の最初
の 4月 1日から満 15歳に達する日以後の最初の 3月 31日までの間に
ある者にあっては入院及び指定訪問看護に係るものに限る。)から一部
負担金及び基本利用料並びに食事療養標準負担額及び附加給付される

額を控除して得た額とする。

2 (略) 

第 6条～第 11条 (略) 
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議案第８号

   恵庭市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第９条第

１項の規定に基づく準則を定める条例の制定について

恵庭市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第９条第１

項の規定に基づく準則を定める条例を次のとおり制定することについて議決を求める。

  平成３０年１１月２９日提出

恵庭市長 原 田   裕  

記

恵庭市地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第９条第

１項の規定に基づく準則を定める条例

（趣旨）

第１条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律

（平成１９年法律第４０号。以下「法」という。）第９条第１項の規定に基づき、工場立地

法（昭和３４年法律第２４号）第４条第１項の規定により公表された準則（以下「法準則」

という。）に代えて適用すべき準則を定めるものとする。

 （定義）

第２条 この条例において使用する用語は、工場立地法において使用する用語の例による。

 （区域並びに緑地及び環境施設の面積の敷地面積に対する割合）

第３条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施

設のそれぞれの面積の敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとする。
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区域 区域の範囲 緑地の面積の敷地面

積に対する割合

環境施設の面積の敷

地面積に対する割合

甲種区域 法第９条第１項に規定する工

場立地特例対象区域（以下「対

象区域」という。）のうち、都

市計画法（昭和４３年法律第１

００号）第８条第１項第１号に

規定する準工業地域の区域

１００分の１０以上 １００分の１５以上

乙種区域 対象区域のうち、都市計画法第

８条第１項第１号に規定する

工業地域及び工業専用地域の

区域

１００分の５以上 １００分の１０以上

 （既存工場等に係る面積の算定）

第４条 次項に定める場合を除き、昭和４９年６月２８日に設置されている又は設置のための

工事が行われている工場立地法第６条第１項に規定する製造業等に係る工場又は事業場（以

下「既存工場等」という。）が前条の表に掲げる甲種区域又は乙種区域の区域の範囲内に存

する場合であって、当該既存工場等において生産施設の面積の変更（生産施設の面積の減少

を除く。以下同じ。）が行われるときは、同表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境

施設の面積の算定は、それぞれ規則で定める式によるものとする。

２ 法準則別表第１の上欄に掲げる２以上の業種に属する既存工場等が前条の表に掲げる甲種

区域又は乙種区域の区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において生産施設

の面積の変更が行われるときは、同表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面

積の算定は、それぞれ規則で定める式によるものとする。 

（委任） 

第５条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

附 則

 この条例は、公布の日から施行する。
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議案第９号

恵庭市公営企業の設置等に関する条例の一部改正について

 恵庭市公営企業の設置等に関する条例の一部を次のとおり改正することについて議決を求め

る。

平成３０年１１月２９日提出

恵庭市長 原 田   裕  

記

恵庭市公営企業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

恵庭市公営企業の設置等に関する条例（昭和４２年条例第１４号）の一部を次のように改

正する。

第３条第３項の表排水区域の項中「１，８６８．９ヘクタール」を「１，８８１．４ヘク

タール」に改める。

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。
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恵庭市公営企業の設置等に関する条例新旧対照表（抄）

現行 改正案

第 1条・第 2条 (略) 

(経営の基本) 
第 3条 公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉
を増進するように運営されなければならない。

2 (略)  
3 下水道事業の種別並びに排水区域、排水人口及び 1日最大処理能力は、
次の表のとおりとする。

種別

公共下水道 個別排水処理

排水区域 1,868.9ヘクタール
(略) 

第 4条～第 7条 (略) 

第 1条・第 2条 (略) 

(経営の基本) 
第 3条 公営企業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉
を増進するように運営されなければならない。

2 (略)  
3 下水道事業の種別並びに排水区域、排水人口及び 1日最大処理能力は、
次の表のとおりとする。

種別

公共下水道 個別排水処理

排水区域 1,881.4ヘクタール
(略) 

第 4条～第 7条 (略) 
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議案第１０号

公の施設の指定管理者の指定について（老人福祉施設６施設）

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、公の施設の指

定管理者を次のとおり指定することについて議決を求める。

平成３０年１１月２９日提出

恵庭市長 原 田   裕  

記

１ 施設の名称、位置及び指定する指定管理者

名称 位置 指定管理者 

恵庭市柏陽憩の家 恵庭市柏陽町１丁目２６番地 東京都豊島区東池袋一丁目４

４番３号池袋ＩＳＰタマビル 

特定非営利活動法人ワーカー

ズコープ 

代表理事 田 嶋 羊 子

恵庭市島松憩の家 恵庭市島松東町１丁目１番１５

号 

恵庭市和光憩の家 恵庭市和光町３丁目１番１号 

恵庭市東恵庭憩の家 恵庭市中央４５２番地３ 

恵庭市大町憩の家 恵庭市大町４丁目５番１５号 

恵庭市恵み野憩の家 恵庭市恵み野北２丁目１番地３

２ 指定期間

  平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで

65



66



議案第１１号

公の施設の指定管理者の指定について（恵庭市福住憩の家）

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、公の施設の指

定管理者を次のとおり指定することについて議決を求める。

平成３０年１１月２９日提出

恵庭市長 原 田   裕  

記

１ 施設の名称、位置及び指定する指定管理者

名称 位置 指定管理者 

恵庭市福住憩の家 恵庭市福住町１丁目２１番地２９ 恵庭市漁町２１番地さかえ

会館内 

特定非営利活動法人恵庭市

手をつなぐ育成会 

理事長 石 坂 行 雄

２ 指定期間

  平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで
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議案第１２号

   公の施設の指定管理者の指定について（パークゴルフ場５施設）

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、公の施設の指

定管理者を次のとおり指定することについて議決を求める。

  平成３０年１１月２９日提出

                            恵庭市長 原 田   裕

記

１ 施設の名称、位置及び指定する指定管理者

名称 位置 指定管理者 

恵庭中央パークゴルフ場 恵庭市中央１２番１他 恵庭市駒場町１丁目３番２号 

株式会社園建 

代表取締役 嘉 屋 輝 夫 

漁川パークゴルフ場カワ

セミコース 

恵庭市黄金北１丁目９番２ 

漁川パークゴルフ場アイ

リスコース 

恵庭市美咲野１丁目１６番８

地先 

島松パークゴルフ場 恵庭市南島松４０３番１他 

北栄会館パークゴルフ場 恵庭市北島２１６番 

２ 指定期間

  平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで
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議案第１３号

公の施設の指定管理者の指定について（体育施設２６施設）

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、公の施設の指

定管理者を次のとおり指定することについて議決を求める。

  平成３０年１１月２９日提出

                            恵庭市長 原 田   裕

記

１ 施設の名称、位置及び指定する指定管理者

名称 位置 指定管理者

総合体育館 恵庭市黄金中央５丁目１９９番地２ 恵庭市黄金中央５丁目

１９９番地２

特定非営利活動法人

恵庭市体育協会

会長 松 本 博 樹

島松体育館 恵庭市南島松３８９番地３ 

駒場体育館 恵庭市駒場町３丁目３番１５号 

福住屋内運動広場 恵庭市福住町１丁目２１番２４ 

島松屋外運動場 恵庭市南島松４０６番１ 

恵庭水泳プール 恵庭市福住町２丁目９番１３ 

島松水泳プール 恵庭市中島松４１８番１ 

柏水泳プール 恵庭市文京町３丁目７９番１ 

東恵庭水泳プール 恵庭市中央４５２番３ 

和光水泳プール 恵庭市和光町２丁目２５０番

若草水泳プール 恵庭市中島町４丁目５番１
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恵み野水泳プール 恵庭市恵み野南４丁目１番５

恵み野旭水泳プール 恵庭市恵み野北４丁目１番１ 

市民スキー場 恵庭市盤尻３３０番２ 

市民スケート場 恵庭市牧場５３番４ 

恵庭公園陸上グラウンド 恵庭市駒場町４丁目９０１番１ 

恵庭公園庭球場 恵庭市駒場町４丁目９０１番１ 

恵庭公園野球場 恵庭市駒場町４丁目９０１番１ 

恵庭公園球技場 恵庭市駒場町４丁目９０１番１ 

恵み野中央公園野球場 恵庭市恵み野北３丁目９番２ 

恵み野中央公園庭球場 恵庭市恵み野北４丁目１番２ 

中島公園庭球場 恵庭市中島町３丁目１番１ 

ふるさと公園庭球場 恵庭市黄金中央４丁目２番 

めぐみの森庭球場 恵庭市恵み野北６丁目３番６ 

あやめ緑地公園庭球場 恵庭市戸磯７６番３５ 

かしわ公園野球場 恵庭市北柏木町３丁目１９７番

２ 指定期間

  平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで
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議案第１４号

公の施設の指定管理者の指定について（恵庭市恵み野子どもの集う場所）

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、公の施設の指

定管理者を次のとおり指定することについて議決を求める。

平成３０年１１月２９日提出

恵庭市長 原 田   裕  

記

１ 施設の名称、位置及び指定する指定管理者

名称 位置 指定管理者

恵庭市恵み野子どもの

集う場所

恵庭市恵み野北３丁目１番１ 東京都江戸川区東葛西６丁目

１６番２号

学校法人滋慶学園

理事長 浮 舟 邦 彦

２ 指定期間

  平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで

73



74



議案第１５号

公の施設の指定管理者の指定について（恵庭市都市公園、公共緑地等１５８施設）

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、公の施設の指

定管理者を次のとおり指定することについて議決を求める。

平成３０年１１月２９日提出

恵庭市長 原 田   裕  

記

１ 施設の名称、位置及び指定する指定管理者

 名称 位置 指定管理者

恵み野中央公園 恵み野西５丁目１１他 恵庭市黄金北４丁目１３番地

１１恵庭建設会館内 

恵庭まちづくり協同組合 

代表理事 齊 藤 一 史 

恵庭公園 駒場町４丁目９００－１

他 

中島公園 中島町３丁目１－１他 

恵庭ふるさと公園 黄金中央４丁目２

こまば公園 駒場町１丁目３２３

あさひ公園 島松旭町３丁目１０７他

わこう公園 和光町１丁目６８

テクノパーク中央公園 戸磯３８５－２８の内

さいわい公園 幸町２丁目４０７－１１地

先他
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かつら公園 島松本町３丁目４７７

カリンバ自然公園 黄金南６丁目１

黄金曙公園 黄金南３丁目１５－１０

ことぶき公園 島松寿町１丁目１３

こぶし公園 柏木町５４９－９２

ひまわり公園 北柏木町２丁目３

こまどり公園 黄金北３丁目２０－６

みどり公園 緑町１丁目１１

さかえ公園 漁町４１

もいざり公園 大町２丁目２３５

しらかば公園 大町４丁目１７３

めぐみ公園 本町８９

さくら公園 桜町１丁目７

すみれ公園 緑町２丁目８８

しままつ公園 島松寿町１丁目２１

ひがし公園 島松東町３丁目２０７

ときわ公園 島松本町２丁目３３１

つくし公園 桜町３丁目１３０

くるみ公園 駒場町５丁目６１９

ふくずみ公園 福住町３丁目１１

まなび公園 福住町２丁目６

なかよし公園 福住町１丁目１６

かわぞえ公園 漁町３９３

かしわぎ公園 柏陽町４丁目１２他

みゆき公園 柏陽町４丁目７－７

あかしや公園 柏陽町１丁目９
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みかほ公園 柏陽町１丁目２２

やよい公園 柏陽町１丁目５－１

いこい公園 黄金南１丁目３１３－３０

つつじ公園 相生町２４９他

あおば公園 有明町３丁目４９３

花の丘公園 恵み野西３丁目２－１５

タイヤの丘公園 恵み野南２丁目８－１０

アルプス公園 恵み野南３丁目９－１５

こばと公園 北柏木町２丁目７

すみよし公園 住吉町３丁目４１８

あすなろ公園 有明町２丁目３１９

あおぞら公園 黄金北２丁目６－５

ペリカン公園 恵み野北５丁目３－１３

チビッコ公園 恵み野西１丁目１７－１３

ありあけ公園 有明町５丁目７５５

わんぱく公園 恵み野東６丁目１０－９

いずみ公園 島松東町４丁目２９３

どんぐり公園 中島町６丁目９

わかくさ公園 中島町１丁目４－８

やなぎ公園 福住町１丁目３

おおぞら公園 恵み野北１丁目８－１５

ユカンボシ公園 和光町４丁目５２６

はくよう公園 柏陽町３丁目７

あじさい公園 有明町４丁目６３１

きぼう公園 柏陽町３丁目２６

みのしま公園 柏木町３５４－２他
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なかまち公園 島松仲町２丁目１７１－１

けいほく公園 幸町２丁目４１４－２８他

いくみ公園 黄金北３丁目１４

いちょう公園 黄金北４丁目９

たんぽぽ公園 黄金北４丁目５－５

あけぼの公園 島松東町４丁目５９１－４

もみじ公園 恵南６－４９

けいおう公園 恵央町１５の内

はまなす公園 島松寿町２丁目３２

ひかり公園 柏陽町３丁目２２１－１５

みなみ公園 島松寿町２丁目４０－２

くさぶえ公園 中島町１丁目１５－１

エルム公園 和光町５丁目５３１－５

めぐみの森公園 恵み野北６丁目３－３他

きのみ公園 北柏木町１丁目１６

かや公園 白樺町３丁目１８－１

おうま公園 幸町３丁目４６２－４１

むつみ公園 白樺町１丁目１３－５９

あしか公園 恵南５－２３

ぶんきょう公園 文京町１丁目１２０－１２

他

ちょうちょ公園 恵み野東７丁目７－５５

わらべ公園 島松寿町２丁目１５－１１

すずらん公園 柏木町３４３－１２他

さんかく公園 柏木町３３７－４３他

なみき公園 本町１８１―２他
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げんき公園 美咲野１丁目１６－８

おひさま公園 美咲野３丁目１６－２４９

ひだまり公園 文京町４丁目１５－１

こもれび公園 美咲野２丁目２－１０２

そよかぜ公園 美咲野４丁目１０－５６

ふじよし公園 黄金北１丁目１－２０他

ひので公園 美咲野６丁目５２２－１他

すこやか公園 黄金南７丁目５

こがね公園 黄金中央２丁目９－１

やすらぎ公園 黄金南５丁目８－１

ほのぼの公園 黄金南１丁目１８－１

はるにれ公園 恵み野東４丁目１８－５

さとみ公園 恵み野里美２丁目１３－６

漁川河川緑地 美咲野１丁目４９５番地先

（左岸）他

恵み野南緑地 恵み野南１丁目１－５他

恵み野北緑地 恵み野東７丁目８他

カリンバ緑地 戸磯４７－５の内

恵庭大橋季節の広場 南島松８２７－１地先

ふれあい広場 戸磯１００５－３の内他

柏陽緑地 柏陽町１丁目１－２他

せせらぎ公園 北柏木町１丁目２０

すずめ公園 黄金北２丁目２－１

あやめ緑地 戸磯７６－３５

こくわ緑地 戸磯７６－２

北柏木南緑地 北柏木町４丁目４

79



北柏木西緑地 北柏木町４丁目３－１

北柏木北緑地 北柏木町５丁目４－１

恵み野ポケットパーク 恵み野東７丁目５－８

茂漁川河川緑地 恵央町２１－１他

さわやか広場 島松寿町１丁目１０－６

おはよう広場 島松寿町１丁目２８－８

エルム南緑地 戸磯５９２－１

エルム北緑地 戸磯５３６－１

トイシリ緑地 戸磯７６－４

恵み野２１号緑地 恵み野東５丁目１０－１３

他

牧場１号緑地 美咲野３丁目１６－６の内

他

牧場２号緑地 美咲野３丁目１６－３他

牧場３号緑地 美咲野４丁目２－１３３他

牧場４号緑地 美咲野４丁目１０－１８他

ユカンボシ川河川緑地 駒場町５丁目６５６－１４

他

梅の森 盤尻７７－１内他

柏木リバーサイド緑地 柏木町３８２－１内他

黄金ポケットパーク 黄金南７丁目１８－８

桜町多目的広場 桜町４丁目７３―１他

柏陽西１号緑地 柏陽町３丁目１９４－７６

柏木１号緑地 柏木町５４７－５８

花の田園住宅緩衝緑地帯 中央４２３－１の内他

田園１号緑地 中央４２３－４０
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田園２号緑地 中央４２３－４１

柏陽西２号緑地 柏陽町３丁目１９４－８８

（仮称）あいおい広場 相生町１－４他

（仮称）相生１号緑地 相生町１４８

（仮称）相生２号緑地 相生町１５５他

（仮称）相生３号緑地 相生町１－４

中恵庭公園 上山口１７他

柏木地区レクリェーショ

ン施設

柏木町６７２他

松鶴公園 漁太２８２－１

かえで公園 北柏木町３丁目２９

ひばり公園 北柏木町３丁目１００

わかば公園 恵央町３－１０

えなみ公園 恵南１０－１０

資材置場用地 中央４２３－１

ユカンボシ川河畔公園 駒場町５丁目６５６－１

島松駅前ロータリー 島松仲町１丁目

第二幹線用水路 駒場町１丁目から駒場町３

丁目まで 桜町３丁目 住

吉町１丁目 住吉町２丁目

栄恵町 緑町１丁目 相生

町 福住町３丁目 黄金北

２丁目から黄金北４丁目ま

で

牧場１．２．３．４号未利

用緑地

美咲野３丁目 美咲野４丁

目
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ひだまり公園の隣接地 文京町４丁目１５－７０

恵み野駅東口広場 恵み野西１丁目１－２

恵み野駅西口広場 恵み野里美１丁目７４９－

１

恵庭駅東口広場 黄金中央１丁目４

恵庭駅西口広場 相生町

有明緑地 有明町５丁目１００１－２

２ 指定期間

  平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで
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議案第１６号

公の施設の指定管理者の指定について（恵庭市民会館、恵庭市島松公民館及び地区会館）

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、公の施設の指

定管理者を次のとおり指定することについて議決を求める。

平成３０年１１月２９日提出

恵庭市長 原 田   裕  

                     記

１ 施設の名称、位置及び指定する指定管理者

名称 位置 指定管理者

恵庭市民会館 恵庭市新町１０番地 恵庭市恵み野北３丁目１番１

恵庭リサーチ・ビジネスパーク株

式会社

代表取締役社長 松 本 耕 二

恵庭市島松公民館 恵庭市島松本町３丁目１２番

２０号

大町会館 恵庭市大町１丁目１０番１号

東恵庭会館 恵庭市中央４４９番地

柏陽会館 恵庭市柏陽町１丁目２６番地

桜町会館 恵庭市桜町３丁目８番１３号

寿町会館 恵庭市島松寿町２丁目２４番

地３

和光会館 恵庭市和光町２丁目２番８号
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恵み野会館 恵庭市恵み野北２丁目１２番

２

有明会館 恵庭市有明町５丁目１番３号

中島会館 恵庭市中島町４丁目１７番地

１４

北栄会館 恵庭市北島２１５番地

いくみ会館 恵庭市黄金北３丁目１２番地

８

２ 指定期間

  平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで
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議案第１７号

   公の施設の指定管理者の指定について（夢創館）

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第６項の規定により、公の施設の指

定管理者を次のとおり指定することについて議決を求める。

  平成３０年１１月２９日提出

                            恵庭市長 原 田   裕

記

１ 施設の名称、位置及び指定する指定管理者

名称 位置 指定管理者 

夢創館 恵庭市島松仲町１丁目２番２０号 恵庭市島松仲町１丁目２

番２０号 

特定非営利活動法人島松

夢創館倶楽部 

理事長 鏡     貢 

２ 指定期間

  平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで
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議案第１８号

   市道の認定について

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、市道を次のとおり認定す

ることについて議決を求める。

  平成３０年１１月２９日提出

恵庭市長 原 田   裕  

記

市 道 認 定 路 線

路線番号 路 線 名 起点終点 重要な経過地

１５３１ 恵庭中央２５番線
福住町２丁目８番５

福住町２丁目７番１
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市 道 認 定 路 線

路線番号 路 線 名 敷地幅員 実 延 長 総 延 長

１５３１ 恵庭中央２５番線 4.0m  60.17m  68.17m 
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議案第１９号 

平成３０年度恵庭市一般会計補正予算（第５号） 

平成３０年度恵庭市一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４５０，５３９千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ２７，７６３，２１０千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第一表 歳入歳出予算補

正」による。 

（債務負担行為の補正） 

第２条 債務負担行為の追加は、「第二表 債務負担行為補正」による。 

平成３０年１１月２９日提出 

恵庭市長 原 田   裕 
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（追  加） （単位　千円）

平成３０年度恵み野子どもの集う場所運営事業 88,589

平成３０年度福祉施設管理運営事業 150,123

第　二　表　　債　務　負　担　行　為　補　正

事 項 期 間 限　度　額

平成３１年度～３５年度

平成３１年度～３５年度

平成３０年度特別支援学級用スクールバス運行管理事業 20,853平成３１年度

平成３０年度体育施設管理運営事業 583,590

平成３０年度都市公園管理運営事業 755,182

平成３０年度パークゴルフ場管理運営事業 154,515

平成３１年度～３５年度

平成３１年度～３５年度

平成３１年度～３５年度

9
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平成３０年度社会教育施設管理運営事業 786,570

平成３０年度夢創館運営事業 34,142平成３１年度～３５年度

平成３１年度～３５年度
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（千円）

国庫支出金 道支出金 地 方 債 その他 一般財源

1 1 1 1
議 会 費 議 会 費 議 会 費 議 会 関 係 費 454 454

2 1 10 5
総 務 費 総 務 管 理 費 企 画 費 ふ る さ と 納 税 事 業 費 38,882 38,882

2 1 12 4
総 務 費 総 務 管 理 費 財 産 管 理 費 公共施設等管理保全基金積立金 81,135 81,135

2 1 16 1
総 務 費 総 務 管 理 費 まちづくり推進基金費 ま ち づ く り 推 進 基 金 積 立 金 38,707 38,707

2 2 2 1
総 務 費 徴 税 費 賦 課 徴 収 費 賦 課 事 務 費 328 328

2 2 2 2
総 務 費 徴 税 費 賦 課 徴 収 費 徴 収 事 務 費 4,472 4,472

3 1 1 2
民 生 費 社 会 福 祉 費 社 会 福 祉 総 務 費 社会福祉事業推進基金積立金 560 560

3 1 1 10
民 生 費 社 会 福 祉 費 社 会 福 祉 総 務 費 高齢者世帯等冬の生活支援事業費 24,500 24,500

3 1 5 1
民 生 費 社 会 福 祉 費 国民健康保険特別 国民健康保険特別会計繰出金 401 401

会 計 繰 出 金
3 1 7 1
民 生 費 社 会 福 祉 費 介 護 保 険 特 別 介 護 保 険 特 別 会 計 繰 出 金 427 427

会 計 繰 出 金
3 2 4 18
民 生 費 児 童 福 祉 費 子育て支援推進費 子 育 て 基 金 積 立 金 3,121 3,121

4 2 1 6
衛 生 費 保 健 体 育 費 運動スポーツ振興費 ス ポ ー ツ 振 興 基 金 積 立 金 277 277

6 1 3 4
農林水産業費 農 林 費 農 業 振 興 費 農 業 振 興 対 策 事 業 費 237,592 217,592 20,000

6 1 3 8
農林水産業費 農 林 費 農 業 振 興 費 農 業 振 興 基 金 積 立 金 1,112 1,112

10 1 1 8
教 育 費 教 育 総 務 費 教 育 委 員 会 費 高等学校等入学準備金基金積立金 310 310

10 2 1 2
教 育 費 小 学 校 費 学 校 管 理 費 学 校 図 書 館 費 1,400 700 700

えにわ・花子さん愛情寄附積立　66件

えにわ・花子さん愛情寄附積立　57件

被災農業者向け強い農業づくり事業補助金

経 費 名

えにわ・花子さん愛情寄附積立　125件

えにわ・花子さん愛情寄附積立　625件

補 正 額
補   正   額    の    財    源    内    訳

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

ふるさと納税事業費の増額

市有地売払収入積立

法人市民税システムの改修

共通電子納税システム導入に伴う基幹システムの改修

えにわ・花子さん愛情寄附積立　2,222件
ふるさと納税事業経費積立　3,374件

平成30年人事院勧告による給与改定等

平成30年人事院勧告による給与改定等に伴う繰出

高齢者世帯等冬の生活支援事業の実施に伴う光熱費助
成金

説　明　資　料
（一般会計）

款 項 目

平成30年人事院勧告による給与改定等に伴う繰出

えにわ・花子さん愛情寄附積立　242件

子どもの読書活動を支える寄附制度による小学校図書の
購入　6件

1
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国庫支出金 道支出金 地 方 債 その他 一般財源
経 費 名 補 正 額

補   正   額    の    財    源    内    訳
説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明款 項 目

10 3 1 2
教 育 費 中 学 校 費 学 校 管 理 費 学 校 図 書 館 費 580 290 290

10 4 2 8
教 育 費 社 会 教 育 費 青少年女性等教育費 青少年 ・文化振興基金積立金 248 248

13 1 1 1
職 員 費 職 員 費 職 員 給 与 費 職 員 給 与 費 16,033 16,033

450,539 0 217,592 0 185,342 47,605

えにわ・花子さん愛情寄附積立　40件

合　　　　　　　　　　　　計
一般財源の内訳
繰越金　23,105　財政調整基金　24,500

平成30年人事院勧告による給与改定等

子どもの読書活動を支える寄附制度による中学校図書の
購入　3件
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議案第２０号 

平成３０年度恵庭市国民健康保険特別会計補正予算（第４号） 

平成３０年度恵庭市国民健康保険特別会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２，９３１千円を追加し、歳入歳出予算の総

額を歳入歳出それぞれ７，１６２，４０４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第一表 歳入歳出予算補

正」による。 

平成３０年１１月２９日提出 

恵庭市長 原 田   裕 
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（千円）

国庫支出金 道支出金 地 方 債 その他 一般財源

1 1 1 1
総 務 費 総 務 管 理 費 一 般 管 理 費 一 般 事 務 費 （ 国 保 医 療 課 ） 231 231

1 1 1 1
総 務 費 総 務 管 理 費 一 般 管 理 費 一 般 事 務 費 （ 納 税 課 ） 170 170

6 1 8 1
諸 支 出 金 償 還 金 及 び 高額医療費共同事業 高額医療費共同事業負担金償還金 2,530 2,530

還 付 加 算 金 負 担 金 償 還 金

2,931 0 0 0 0 2,931合　　　　　　　　　　　　計

平成29年度高額医療費共同事業負担金の精算に伴う返
還金

補 正 額
補   正   額    の    財    源    内    訳

説　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明

平成30年人事院勧告による給与改定等

経 費 名

一般財源の内訳
国民健康保険税　2,530　繰入金　401

平成30年人事院勧告による給与改定等

説　明　資　料
（国民健康保険特別会計）

款 項 目

1
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議案第２１号 

平成３０年度恵庭市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

平成３０年度恵庭市介護保険特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ４２７千円を追加し、歳入歳出予算の総額を

歳入歳出それぞれ４，８４７，９３４千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款、項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第一表 歳入歳出予算補

正」による。 

平成３０年１１月２９日提出 

恵庭市長 原 田   裕 
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議案第２２号

   平成３０年度恵庭市水道事業会計補正予算（第１号）

 （総則）

第１条 平成３０年度恵庭市水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところによ

る。

 （収益的収入及び支出の補正）

第２条 平成３０年度恵庭市水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条収益的支出

の予定額を次のとおり補正する。

（科   目） （補正前の額） （補正額） （計）

支 出

第１款 水道事業費用 1,514,459千円 813千円 1,515,272千円

第１項 営業費用 1,464,254千円 813千円 1,465,067千円

 （資本的収入及び支出の補正）

第３条 予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４７３，

４２４千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額４７３，６１２千円」

に、「過年度分損益勘定留保資金４４４，５６８千円」を「過年度分損益勘定留保資金４

４４，７５６千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科   目） （補正前の額） （補正額） （計）

支 出

第１款 資本的支出 653,926千円 188千円 654,114千円

第１項 建設改良費 488,270千円 188千円 488,458千円

 （議会の議決を経なければ流用できない経費の補正）

第４条 予算第８条第１号中「１４４，３１２千円」を「１４５，３１３千円」に改める。

 平成３０年１１月２９日提出
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恵庭市長 原 田   裕  
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（単位：千円）

補正前の額 補 正 額 計 備 考

１．水 道 事 業 費 用 1,514,459 813 1,515,272 

１．営 業 費 用 1,464,254 813 1,465,067 

２．配水及び給水費 122,434 321 122,755 配水及び給水施設の維持管理に要する費用

４．総 係 費 205,229 492 205,721 水道料金に係る業務及び事業活動全般に要する費用

（単位：千円）

補正前の額 補 正 額 計 備 考

１．資 本 的 支 出 653,926 188 654,114 

１．建 設 改 良 費 488,270 188 488,458 

１．水道施設整備費 339,122 188 339,310 配水管等の整備に要する費用

支　　　　　出

款 項 目

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支　　　　　出

款 項 目

平成３０年度　恵庭市水道事業会計補正予算（第１号）実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

1
1
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（単位：千円）

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益（△は損失） 119,624 固定資産の取得による支出 △ 459,745

減価償却費 385,847 国庫補助金等による収入 3,602

修繕引当金の増減額(△は減少) △ 61,920 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 456,143

特別修繕引当金の増減額(△は減少) 5,380

貸倒引当金の増減額(△は減少) △ 1,885

賞与・法定福利費引当金の増減額(△は減少) 564

長期前受金戻入額 △ 63,592 Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

受取利息及び受取配当金 △ 85 建設改良企業債による収入 150,000

支払利息 40,576 一般会計からの出資金による収入 26,900

固定資産除却損 12,843 建設改良企業債の償還による支出 △ 163,656

未収金の増減額(△は増加) 9,349 財務活動によるキャッシュ・フロー計 13,244

未払金の増減額(△は減少) 2,298

未払費用の増減額(△は減少) △ 48

たな卸資産の増減額(△は増加) 501

預り金の増減額(△は減少) △ 212

その他資産負債の増減額(△は減少) 1,946

小　　　計 451,186

利息及び配当金の受取額 85 Ⅳ　資金増減額 △ 32,204

利息の支払額 △ 40,576 Ⅴ　資金期首残高 826,768

予定キャッシュ・フロー計算書

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

1
1
8



１．総　　　括 （単位：千円）

特別職 一般職 その他 計 給 料 賃 金 手 当 等 計

損 益 勘 定 人 人 人 人

支 弁 職 員 0 13 2 15 56,344 0 34,589 90,933 30,269 121,202 
資 本 勘 定

支 弁 職 員 0 3 1 4 11,909 0 6,540 18,449 5,662 24,111 

0 16 3 19 68,253 0 41,129 109,382 35,931 145,313 
損 益 勘 定

支 弁 職 員 0 13 2 15 56,252 0 34,001 90,253 30,136 120,389 
資 本 勘 定

支 弁 職 員 0 3 1 4 11,884 0 6,406 18,290 5,633 23,923 

0 16 3 19 68,136 0 40,407 108,543 35,769 144,312 
損 益 勘 定

支 弁 職 員 0 0 0 0 92 0 588 680 133 813 
資 本 勘 定

支 弁 職 員 0 0 0 0 25 0 134 159 29 188 

0 0 0 0 117 0 722 839 162 1,001 

（単位：千円）

区 分 住 居 手 当 寒 冷 地 手 当 管 理 職 手当

補 正 後 2,214 1,518 1,680 

補 正 前 2,214 1,518 1,680 

比 較 0 0 0 

区 分 特殊勤務手当 期末勤勉手当 手 当 合 計

補 正 後 0 26,970 41,129 

補 正 前 0 26,265 40,407 

比 較 0 705 722 17 0 

0 0 

時 間 外 手 当 児 童 手 当

4,332 1,080 

扶 養 手 当 通 勤 手 当

手

当

の

内

訳

2,592 743 

2,592 743 

4,315 1,080 

較 合 計

補

正

後 合 計

補

正

平成３０年度 恵庭市水道事業会計補正予算（第１号）給与費明細書

区 分
職 員 数 給 与 費

法定 福 利費 合 計

前 合 計

比

1
1
9



２．給料及び手当の増減額の明細 （単位：千円）

　給与改定に伴う増減分 117 

　普通昇給に伴う増減分 0 

　その他の増減分 0 

　制度改定に伴う増減分 722 

　その他の増減分 0 

３．給料及び手当の状況　（期末勤勉手当）

６月 １２月

2.125 2.325

2.125 2.275

0.000 0.050

補 正 前 4.400 有

比 較 0.050 有

区　　　　　　　　　　　　分
支給期別支給率（月分）

支給率計（月分）
職制上の段階職務の
級等による加算措置

補 正 後 4.450 有

手　　　当 722

給 料 117

区 分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳

1
2
0



平成３０年度　恵庭市水道事業会計　予定損益計算書
（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

（単位：千円）

１　営　業　収　益

（１） 給 水 収 益 1,357,861

（２） 受 託 事 業 収 益 5,922

（３） そ の 他 営 業 収 益 92,367 1,456,150

２　営　業　費　用

（１） 受 水 費 677,138

（２） 配 水 及 び 給 水 費 113,898 ★

（３） 受 託 工 事 費 5,640

（４） 総 係 費 196,923 ★

（５） 減 価 償 却 費 385,847

（６） 資 産 減 耗 費 13,343 1,392,789

63,361

３　営　業　外　収　益

（１） 受 取 利 息 及 び 配 当 金 85

（２） 他 会 計 負 担 金 29,327

（３） 長 期 前 受 金 戻 入 63,592

（４） 雑 収 益 4,927 97,931

４　営　業　外　費　用

（１） 支払利息及び企業債取扱諸費 40,576

（２） 雑 支 出 92 40,668 57,263

120,624

５　特　別　損　失

（１） 過 年 度 損 益 修 正 損 1,000 1,000 △ 1,000

当 年 度 純 利 益 119,624

前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 108,014

その他未処分利益剰余金変動額 0

当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余金 227,638

営 業 利 益

経 常 利 益

1
2
1



１ 固　定　資　産 （単位：千円）

（１）
イ．土 地 145,133
ロ．建 物 334,861
　 減 価 償 却 累 計 額 △ 33,123 301,738
ハ．構 築 物 12,531,061 ★
　 減 価 償 却 累 計 額 △ 5,274,742 7,256,319
ニ．機 械 及 び 装 置 341,459
　 減 価 償 却 累 計 額 △ 109,161 232,298
ホ．車 両 運 搬 具 9,774
　 減 価 償 却 累 計 額 △ 8,114 1,660
ヘ．工 具 器 具 及 び 備 品 51,712
　 減 価 償 却 累 計 額 △ 32,608 19,104
ト．メ ー タ ー 774,295
　 減 価 償 却 累 計 額 △ 307,266 467,029

8,423,281
（２）

イ．土 地 利 用 権 2,200
ロ．電 話 加 入 権 21
ハ．ソ フ ト ウ ェ ア 50,126

52,347
（３）

イ．破 産 更 生 債 権 等 12,582
貸 倒 引 当 金 △ 12,582 0

0
8,475,628

２ 流　動　資　産
（１） 794,564 ★
（２） 71,717

△ 3,630 68,087
（３） 5,021
（４） 2,036
（５） 1,000

870,708
9,346,336

前 払 金
そ の 他 流 動 資 産

資 産 合 計
流 動 資 産 合 計

固 定 資 産 合 計
投 資 そ の 他 の 資 産 合 計

無 形 固 定 資 産

貯 蔵 品

無 形 固 定 資 産 合 計
投 資 そ の 他 の 資 産

現 金 預 金
未 収 金
貸 倒 引 当 金

平成３０年度　恵庭市水道事業会計　予定貸借対照表
（平成31年3月31日）

資　　産　　の　　部

有 形 固 定 資 産

有 形 固 定 資 産 合 計

1
2
2



３ 固　定　負　債 （単位：千円）

（１）
イ．建設改良費等の財源に充てるための企業債 1,562,282

1,562,282
（２）

イ．修 繕 引 当 金 60,962
ロ 特 別 修 繕 引 当 金 5,380

66,342
1,628,624

４ 流　動　負　債
（１）

イ．建設改良費等の財源に充てるための企業債 152,476
152,476

（２） 109,345
（３） 360
（４）

イ．賞 与 引 当 金 8,889 ★
ロ．法 定 福 利 費 引 当 金 1,766 ★

10,655
（５） 106,621

379,457

５ 繰　延　収　益
（１）

イ．受 贈 財 産 評 価 額 1,485,939
ロ．補 助 金 134,208
ハ．工 事 負 担 金 1,108,231

2,728,378
（２） △ 1,366,364

1,362,014
3,370,095

固 定 負 債 合 計

企 業 債 合 計
未 払 金

引 当 金 合 計

流 動 負 債 合 計

引 当 金

預 り 金

長 期 前 受 金 合 計
長期前受金収益化累計額

繰 延 収 益 合 計
負 債 合 計

長 期 前 受 金

引 当 金 合 計

企 業 債

未 払 費 用

負　　債　　の　　部

企 業 債

引 当 金
企 業 債 合 計

1
2
3



６ 資　本　金 （単位：千円）

（１） 5,130,046
5,130,046

７ 剰　余　金
（１）

イ．受 贈 財 産 評 価 額 21,347
ロ．補 助 金 161,558
ハ．工 事 負 担 金 435,652

618,557
（２）

イ．当年度未処分利益剰余金 227,638 ★
227,638

846,195
5,976,241
9,346,336

利 益 剰 余 金 合 計
剰 余 金 合 計
資 本 合 計
負 債 ・ 資 本 合 計

資 本 剰 余 金 合 計
利 益 剰 余 金

資 本 剰 余 金

資　　本　　の　　部

資 本 金
資 本 金 合 計

1
2
4



（収益的支出） （単位：千円）

　　　款

　　　　　項 補正前の額 補 正 額 計

目

1. 1,514,459 813 1,515,272

1. 1,464,254 813 1,465,067

2. 配 水 及 び 給 水 費 122,434 321 122,755 1. 給 料 42 人件費

2. 手 当 等 108 平成３０年給与勧告による号俸の引き上げ

3. 賞与引当金繰入額 119 職員 ５名、再任用職員 １名 321 千円

4. 法 定 福 利 費 29 （うち賞与・法定福利費引当金繰入額 142 千円）

5.
法 定 福 利 費
引 当 金 繰 入 額

23

4. 総 係 費 205,229 492 205,721 1. 給 料 50 人件費

2. 手 当 等 161 平成３０年給与勧告による号俸の引き上げ

3. 賞与引当金繰入額 200 職員 ８名 492 千円

4. 法 定 福 利 費 42 （うち賞与・法定福利費引当金繰入額 239 千円）

5.
法 定 福 利 費
引 当 金 繰 入 額

39

平成３０年度　恵庭市水道事業会計補正予算（第１号）実施計画明細書

収 益 的 収 入 及 び 支 出

節

説 明
区 分 金 額

支　　　　　出

水 道 事 業 費 用

営 業 費 用

1
2
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（資本的支出） （単位：千円）

　　　款

　　　　　項 補正前の額 補 正 額 計

目

1. 653,926 188 654,114

1. 488,270 188 488,458

1. 水 道 施 設 整 備 費 339,122 188 339,310 1. 給 料 25 人件費

2. 手 当 等 65 平成３０年給与勧告による号俸の引き上げ

3. 賞与引当金繰入額 69 職員 ３名、再任用職員 １名 188 千円

4. 法 定 福 利 費 15 （うち賞与・法定福利費引当金繰入額 83 千円）

5.
法 定 福 利 費
引 当 金 繰 入 額

14

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支　　　　　出

建 設 改 良 費

節

説 明
区 分 金 額

資 本 的 支 出

1
2
6



議案第２３号

   平成３０年度恵庭市下水道事業会計補正予算（第１号）

 （総則）

第１条 平成３０年度恵庭市下水道事業会計補正予算（第１号）は、次に定めるところに

よる。

（収益的収入及び支出の補正）

第２条 平成３０年度恵庭市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条収益的支

出の予定額を次のとおり補正する。

（科   目） （補正前の額） （補正額） （計）

支 出

第１款 下水道事業費用 2,717,777 千円 574 千円 2,718,351 千円

第１項 営業費用 2,516,787 千円 574 千円 2,517,361 千円

（資本的収入及び支出の補正）

第３条 予算第４条本文括弧書中「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額９５５，

７０２千円」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額９５５，９４２千円」

に、「過年度分損益勘定留保資金８９４，９５２千円」を「過年度分損益勘定留保資金８

９５，１９２千円」に改め、資本的支出の予定額を次のとおり補正する。

（科   目） （補正前の額） （補正額） （計）

支 出

第１款 資本的支出 2,272,643 千円 240 千円 2,272,883 千円

第１項 建設改良費 1,210,627 千円 240 千円 1,210,867 千円

 （議会の議決を経なければ流用できない経費の補正）

第４条 予算第１０条第１号中「１０４，６３０千円」を「１０５，４４４千円」に改め

る。

127



  平成３０年１１月２９日提出

恵庭市長 原 田   裕  
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（単位：千円）

補正前の額 補 正 額 計 備 考

１．下 水 道 事 業 費 用 2,717,777 574 2,718,351 

１．営 業 費 用 2,516,787 574 2,517,361 

１．管 渠 費 143,745 122 143,867 管渠維持管理に要する費用

２．処 理 場 費 545,782 103 545,885 終末処理場維持管理に要する費用

５．水 洗 化 促 進 費 3,197 22 3,219 水洗化促進に要する費用

８. 総 係 費 114,928 327 115,255 事業活動全般に要する費用

（単位：千円）

補正前の額 補 正 額 計 備 考

１．資 本 的 支 出 2,272,643 240 2,272,883 

１．建 設 改 良 費 1,210,627 240 1,210,867 

１．公共下水道整備費 1,182,754 240 1,182,994 管渠・終末処理場の整備に要する費用

平成３０年度　恵庭市下水道事業会計補正予算（第１号）実施計画

収 益 的 収 入 及 び 支 出

款 項 目

支　　　　　出

款 項 目

資 本 的 収 入 及 び 支 出

支　　　　　出

1
2
9



（単位：千円）

Ⅰ　業務活動によるキャッシュ・フロー Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 164,194 固定資産の取得による支出 △ 1,124,117

減価償却費 1,543,681 国庫補助金による収入 356,640

貸倒引当金の増減額(△は減少) △ 895 国庫補助金の返還による支出 △ 110

賞与･法定福利費引当金の増減額(△は減少) 464 受益者負担金・分担金による収入 4,015

長期前受金戻入額 △ 832,993 投資活動によるキャッシュ・フロー計 △ 763,572

受取利息及び受取配当金 △ 583

支払利息 192,840 Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

固定資産除却損 1,322 建設改良企業債による収入 837,400

未収金の増減額(△は増加) △ 31,142 一般会計からの出資金による収入 118,523

未払金の増減額(△は減少) △ 16,552 建設改良企業債の償還による支出 △ 1,059,543

未払費用の増減額(△は減少) △ 253 財務活動によるキャッシュ・フロー計 △ 103,620

長期前払消費税等の増減額(△は増加) △ 20,703

その他資産負債の増減額(△は減少) 1,408

小計 1,000,788

利息及び配当金の受取額 583 Ⅳ　資金増減額 △ 58,661

利息の支払額 △ 192,840 Ⅴ　資金期首残高 1,690,387

業務活動によるキャッシュ・フロー計 808,531 Ⅵ　資金期末残高 1,631,726

予定キャッシュ・フロー計算書

（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

1
3
0



１．総　　　括 （単位：千円）

特別職 一般職 その他 計 給 料 賃 金 手 当 等 計

損 益 勘 定

支 弁 職 員 0 8 2 10 35,449 0 21,908 57,357 18,186 75,543 
資 本 勘 定

支 弁 職 員 0 4 0 4 13,030 0 9,088 22,118 7,783 29,901 

0 12 2 14 48,479 0 30,996 79,475 25,969 105,444 
損 益 勘 定 人 人 人 人

支 弁 職 員 0 8 2 10 35,379 0 21,501 56,880 18,089 74,969 
資 本 勘 定

支 弁 職 員 0 4 0 4 12,995 0 8,923 21,918 7,743 29,661 

0 12 2 14 48,374 0 30,424 78,798 25,832 104,630 
損 益 勘 定

支 弁 職 員 0 0 0 0 70 0 407 477 97 574 
資 本 勘 定

支 弁 職 員 0 0 0 0 35 0 165 200 40 240 

0 0 0 0 105 0 572 677 137 814 

（単位：千円）

区 分 住 居 手 当 寒 冷 地 手 当 管 理 職 手 当

補 正 後 2,226 1,197 1,349 

補 正 前 2,226 1,197 1,349 

比 較 0 0 0 

区 分 特殊勤務手当 期末勤勉手当 合 計

補 正 後 0 19,140 30,996 

補 正 前 0 18,586 30,424 

比 較 0 554 572 18 0 

時 間 外 手 当 児 童 手 当

2,914 1,620 

2,896 1,620 

手

当

の

内

訳

2,124 426 

2,124 426 

0 0 

比

較 合 計

扶 養 手 当 通 勤 手 当

後 合 計

補

正

前 合 計

補

正

平成３０年度　恵庭市下水道事業会計補正予算（第１号）給与費明細書

区 分
職 員 数 給 与 費

法 定 福 利 費 合 計

1
3
1



２．給料及び手当の増減額の明細 （単位：千円）

　給与改定に伴う増減分 105

　普通昇給に伴う増減分 0

　その他の増減分 0

　制度改定に伴う増減分 572

　その他の増減分 0

３．給料及び手当の状況（期末勤勉手当）

６月 １２月

2.125 2.325

2.125 2.275

0.000 0.050比 較 0.050 有

職制上の段階職務の
級等による加算措置

補 正 後 4.450 有

補 正 前 4.400 有

区　　　　　　　　　　　　分
支給期別支給率（月分）

支給率計（月分）

手 当 572

給 料 105

区 分 増 減 額 増 減 事 由 別 内 訳

1
3
2



（単位：千円）

１　営　業　収　益

（１） 下 水 道 使 用 料 1,035,243

（２） 雨 水 処 理 負 担 金 535,202

（３） 受 託 事 業 収 益 62,113

（４） そ の 他 営 業 収 益 218 1,632,776

２　営　業　費　用

（１） 管 渠 費 134,409 ★

（２） 処 理 場 費 506,558 ★

（３） 個 別 排 水 処 理 費 26,075

（４） 水 質 規 制 費 5,220

（５） 水 洗 化 促 進 費 3,208 ★

（６） 生 ご み ･ し 尿 処 理 場

維 持 管 理 受 託 費 59,156

（７） 業 務 費 62,191

（８） 総 係 費 111,282 ★

（９） 減 価 償 却 費 1,543,681

（１０） 資 産 減 耗 費 1,322 2,453,102

820,326

３　営　業　外　収　益

（１） 受 取 利 息 及 び 配 当 金 583

（２） 補 助 金 60,625

（３） 他 会 計 補 助 金 125,624

（４） 他 会 計 負 担 金 181,283

（５） 長 期 前 受 金 戻 入 832,993

（６） 雑 収 益 606 1,201,714

４　営　業　外　費　用

（１） 支払利息及び企業債取扱諸費 192,840

（２） 長 期 前 払 消 費 税 等 償 却 5,130

（３） 雑 支 出 18,224 216,194 985,520

165,194

平成３０年度　恵庭市下水道事業会計　予定損益計算書
（平成30年4月1日から平成31年3月31日まで）

営 業 損 失

経 常 利 益
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５　特　別　利　益 （単位：千円）

（１） 固 定 資 産 売 却 益 10 10

６　特　別　損　失

（１） 固 定 資 産 売 却 損 10

（２） 過 年 度 損 益 修 正 損 1,000 1,010 △ 1,000

当 年 度 純 利 益 164,194

前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 437,380

その他未処分利益剰余金変動額 0

当 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 601,574
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１ 固　定　資　産 （単位：千円）

（１）
イ．土 地 516,976
ロ．建 物 1,008,529
　 減 価 償 却 累 計 額 △ 242,056 766,473
ハ．構 築 物 31,683,318 ★
　 減 価 償 却 累 計 額 △ 6,019,181 25,664,137
ニ．機 械 及 び 装 置 8,210,052
　 減 価 償 却 累 計 額 △ 3,272,607 4,937,445
ホ．車 両 運 搬 具 1,967
　 減 価 償 却 累 計 額 △ 1,869 98
ヘ．工 具 器 具 及 び 備 品 14,236
　 減 価 償 却 累 計 額 △ 6,379 7,857
ト．建 設 仮 勘 定 414,815

32,307,801
（２）

イ．土 地 利 用 権 5,100
ロ．施 設 利 用 権 92,597
ハ．電 話 加 入 権 423
ニ. ソ フ ト ウ ェ ア 99

98,219
（３）

イ．破 産 更 生 債 権 等 5,347
貸 倒 引 当 金 △ 5,347 0

ロ．長 期 前 払 消 費 税 等 111,150
111,150

32,517,170

２ 流　動　資　産
（１） 1,631,726 ★
（２） 150,784

△ 2,976 147,808
1,779,534

34,296,704

無 形 固 定 資 産 合 計
投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 そ の 他 の 資 産 合 計
固 定 資 産 合 計

現 金 預 金
未 収 金
貸 倒 引 当 金

流 動 資 産 合 計
資 産 合 計

無 形 固 定 資 産

平成３０年度　恵庭市下水道事業会計　予定貸借対照表
（平成31年3月31日）

資　　産　　の　　部

有 形 固 定 資 産

有 形 固 定 資 産 合 計1
3
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３ 固　定　負　債 （単位：千円）

（１）
イ．建設改良費等の財源に充てるための企業債 13,163,768

13,163,768
13,163,768

４ 流　動　負　債
（１）

イ．建設改良費等の財源に充てるための企業債 990,703
990,703

（２） 74,757
（３） 446
（４）

イ．賞 与 引 当 金 6,322 ★
ロ．法 定 福 利 費 引 当 金 1,254 ★

7,576
1,073,482

５ 繰　延　収　益
（１）

イ．受 贈 財 産 評 価 額 5,238,879
ロ．補 助 金 13,895,201
ハ．負 担 金 ･ 分 担 金 2,085,977

21,220,057
（２） 213,366
（３） △ 5,179,547

16,253,876
30,491,126

長 期 前 受 金

長 期 前 受 金 合 計

引 当 金 合 計

企 業 債 合 計

繰 延 収 益 合 計
負 債 合 計

未 払 金
未 払 費 用
引 当 金

流 動 負 債 合 計

企 業 債 合 計

負　　債　　の　　部

企 業 債

固 定 負 債 合 計

企 業 債

長 期 前 受 金 仮 勘 定
長期前受金収益化累計額
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６ 資　本　金 （単位：千円）

（１） 2,987,130
2,987,130

７ 剰　余　金
（１）

イ．受 贈 財 産 評 価 額 136,690
ロ．補 助 金 36,780
ハ．他 会 計 繰 入 金 43,404

216,874
（２）

イ．当年度未処分利益剰余金 601,574 ★
601,574

818,448
3,805,578

34,296,704負 債 資 本 合 計

資　　本　　の　　部

資 本 金 合 計

資 本 剰 余 金

資 本 剰 余 金 合 計
利 益 剰 余 金

利 益 剰 余 金 合 計
剰 余 金 合 計
資 本 合 計

資 本 金
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（収益的支出） （単位：千円）

　　　款

　　　　　項 補正前の額 補 正 額 計

目

1. 2,717,777 574 2,718,351

1. 2,516,787 574 2,517,361

1. 管 渠 費 143,745 122 143,867 1. 給 料 15 人件費

2. 手 当 等 39 平成３０年給与勧告による号俸の引き上げ

3. 賞与引当金繰入額 46 職員　２名 122 千円

4. 法 定 福 利 費 13 （うち賞与・法定福利費引当金繰入額 55 千円)

5.
法 定 福 利 費
引 当 金 繰 入 額

9

2. 処 理 場 費 545,782 103 545,885 1. 給 料 9 人件費

2. 手 当 等 41 平成３０年給与勧告による号俸の引き上げ

3. 賞与引当金繰入額 35 職員　２名 103 千円

4. 法 定 福 利 費 11 （うち賞与・法定福利費引当金繰入額 42 千円)

5.
法 定 福 利 費
引 当 金 繰 入 額

7

5. 水 洗 化 促 進 費 3,197 22 3,219 1. 給 料 4 人件費

2. 手 当 等 11 平成３０年給与勧告による号俸の引き上げ

3. 賞与引当金繰入額 4 再任用職員　１名 22 千円

4. 法 定 福 利 費 2 （うち賞与・法定福利費引当金繰入額 5 千円)

5.
法 定 福 利 費
引 当 金 繰 入 額

1

8. 総 係 費 114,928 327 115,255 1. 給 料 42 人件費

2. 手 当 等 109 平成３０年給与勧告による号俸の引き上げ

3. 賞与引当金繰入額 122 職員　４名 327 千円

4. 法 定 福 利 費 30 （うち賞与・法定福利費引当金繰入額 146 千円)

5.
法 定 福 利 費
引 当 金 繰 入 額

24

下 水 道 事 業 費 用

営 業 費 用

支　　　　　出

節

説 明
区 分 金 額

平成３０年度　恵庭市下水道事業会計補正予算（第１号）実施計画明細書

収 益 的 収 入 及 び 支 出
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（資本的支出） （単位：千円）

　　　款

　　　　　項 補正前の額 補 正 額 計

目

1. 2,272,643 240 2,272,883

1. 1,210,627 240 1,210,867

1. 公共下水道整備費 1,182,754 240 1,182,994 1. 給 料 35 人件費

2. 手 当 等 80 平成３０年給与勧告による号俸の引き上げ

3. 賞与引当金繰入額 85 職員　４名 240 千円

4. 法 定 福 利 費 23 （うち賞与・法定福利費引当金繰入額 102 千円)

5.
法 定 福 利 費
引 当 金 繰 入 額

17

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

支　　　　　出

節

説 明
区 分 金 額

資 本 的 収 入 及 び 支 出
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